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社会福祉施設職員等退職手当共済法

〔昭和３６年６月１９日法律第１５５号〕
最終改正：平成24年06月27日法律第51号

社会福祉施設職員等退職手当共済法
〔昭和三十六年六月十九日法律第百五十五号〕
最終改正：平成二八年六月三日法律第六五号

（この法律の目的） 
第一条　この法律は、社会福祉施設、特定社会福祉事業及び特定介護

保険施設等を経営する社会福祉法人の相互扶助の精神に基づき、社
会福祉施設の職員、特定社会福祉事業に従事する職員及び特定介護
保険施設等の職員について退職手当共済制度を確立し、もつて社会
福祉事業の振興に寄与することを目的とする。 

（定義） 
第二条　この法律において「社会福祉施設」とは、次に掲げる施設を

いう。 
二第条一十四第）号四十四百第律法年五十二和昭（ 法護保活生　一

項の規定による認可を受けた救護施設、更生施設、授産施設及び
宿所提供施設 

四第条五十三第）号四十六百第律法年二十二和昭（ 法祉福童児　二
項の規定による認可を受けた乳児院、母子生活支援施設、保育所、
児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設 

三　就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に
関する法律（平成十八年法律第七十七号）第十七条第一項の規定
による設置の認可を受けた幼保連携型認定こども園 

項四第条五十第）号三十三百第律法年八十三和昭（ 法祉福人老　四
の規定による認可を受けた養護老人ホーム 

五　その他前各号に準ずる施設で政令で定めるもの 
２　この法律において「特定社会福祉事業」とは、次に掲げる事業を

いう。 
一　児童福祉法第三十四条の四第一項の規定による届出がされた児

童自立生活援助事業及び小規模住居型児童養育事業
二　生活困窮者自立支援法（平成二十五年法律第百五号）第十条第

三項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業
三　その他政令で定める社会福祉事業 

３　この法律において「特定介護保険施設等」とは、次に掲げる施設
又は事業のうち、経営者が退職手当共済契約の申込みに当たり独立
行政法人福祉医療機構（以下「機構」という。）に申し出たもの又
は共済契約者が機構に申し出たもの（第四条の二第一項の規定によ
り機構が承諾したものに限る。）をいう。
一　児童福祉法第三十四条の三第二項の規定による届出がされた障

害児通所支援事業
二　児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を受けた障害児

入所施設
三　老人福祉法第十四条の規定による届出がされた老人居宅生活支

援事業のうち老人居宅介護等事業、小規模多機能型居宅介護事業
及び認知症対応型老人共同生活援助事業 

四　老人福祉法第十五条第四項の規定による認可を受けた特別養護
老人ホーム

五　社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第六十二条第一項
の規定による届出がされた障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）に規定
する障害者支援施設

六　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第七十九条第二項の規定による届出がされた障害福祉サービス事
業のうち居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介
護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は共同
生活援助を行う事業及び移動支援事業

七　その他前各号に準ずる施設又は事業であつて政令で定めるもの
４　この法律において「申出施設等」とは、共済契約者が経営する社

会福祉施設、特定社会福祉事業及び特定介護保険施設等以外の施設
又は事業のうち当該共済契約者が機構に申し出たものであつて第四
条の二第一項の規定により機構が承諾したものをいう。　 

５　この法律において「経営者」とは、社会福祉施設、特定社会福祉
事業又は特定介護保険施設等を経営する社会福祉法人をいう。 

６　この法律において「社会福祉施設等職員」とは、経営者に使用
され、かつ、その者の経営する社会福祉施設又は特定社会福祉事業
の業務に常時従事することを要する者をいう。ただし、一年未満の

期間を定めて使用される者（その者が一年以上引き続き使用される
に至つた場合を除く。次項ただし書及び第八項ただし書において同
じ。）を除く。 

７　この法律において「特定介護保険施設等職員」とは、経営者に使
用され、かつ、その者の経営する社会福祉施設、特定社会福祉事業
又は特定介護保険施設等の業務に常時従事することを要する者であ
つて社会福祉施設等職員以外のものをいう。ただし、一年未満の期
間を定めて使用される者を除く。 

８　この法律において「申出施設等職員」とは、共済契約者に使用され、
かつ、その者の経営する社会福祉施設、特定社会福祉事業、特定介
護保険施設等又は申出施設等（以下「共済契約対象施設等」という。）
の業務に常時従事することを要する者であつて社会福祉施設等職員
又は特定介護保険施設等職員以外のものをいう。ただし、一年未満
の期間を定めて使用される者を除く。 

９　この法律において「退職手当共済契約」とは、経営者が、この法
律の定めるところにより機構に掛金を納付することを約し、機構が、
その経営者の使用する社会福祉施設等職員、特定介護保険施設等職
員及び申出施設等職員について、この法律の定めるところにより退
職手当金を支給することを約する契約をいう。 

10　この法律において「共済契約者」とは、退職手当共済契約の当
事者である経営者をいう。 

11　この法律において「被共済職員」とは、共済契約者に使用され
る社会福祉施設等職員、特定介護保険施設等職員及び申出施設等職
員をいう。 

12　社会福祉施設又は特定社会福祉事業の経営者に変更が生じた場
合において、変更前の経営者がその変更時まで退職手当共済契約を
締結しており、かつ、変更後の経営者がその変更時から退職手当共
済契約を締結したときは、変更前の経営者に係る被共済職員で引き
続き変更後の経営者に係る被共済職員となつたものは、変更前の経
営者に係る被共済職員となつた時から引き続き変更後の経営者に係
る被共済職員であつたものとみなす。 

13　特定介護保険施設等又は申出施設等である施設又は事業の経営
者に変更が生じた場合において、変更前の経営者がその変更時まで
退職手当共済契約を締結しており、かつ、変更後の経営者がその変
更時に当該施設又は事業について第三項又は第四項の規定による申
出をしたときは、変更前の経営者に係る特定介護保険施設等職員又
は申出施設等職員で引き続き変更後の経営者に係る被共済職員とな
つたものは、変更前の経営者に係る被共済職員となつた時から引き
続き変更後の経営者に係る被共済職員であつたものとみなす。 

第二章　退職手当共済契約 
（契約の締結） 
第三条　機構は、次に掲げる場合を除いては、退職手当共済契約の締

結を拒絶してはならない。 
一　契約の申込者が第六条第二項第二号又は第三項の規定により退

職手当共済契約を解除され、その解除の日から起算して六月を経
過しない者であるとき。 

二　契約の申込者が共済契約者であつたことがある者である場合に
おいて、その者につき、納付期限を超えてまだ納付されていない
掛金（割増金を含む。）があるとき。 

三　契約の申込者に使用されている社会福祉施設等職員又は特定介
年四十三和昭（ 法済共金職退業企小中、きつに員職等設施険保護

法律第百六十号）の規定による退職金共済契約が締結されている
とき。 

四　前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める正当な理由
があるとき。 

（契約の成立） 
第四条　退職手当共済契約は、機構が契約の申込みを承諾したときは、

その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から
効力を生ずる。 

２　退職手当共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、
その旨を被共済職員に通知しなければならない。

（申出の承諾等） 
第四条の二　機構は、次に掲げる場合を除いては、特定介護保険施設

等又は申出施設等に係る共済契約者の申出を承諾しなければならな
い。 
一 当該申出をした共済契約者につき、納付期限を超えてまだ納付

されていない掛金（割増金を含む。）があるとき。 
二 前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める正当な理由が

あるとき。 
２　機構が前項の規定による承諾をしたときは、当該申出に係る特定

介護保険施設等又は申出施設等は、当該申出のあつた日において特
定介護保険施設等又は申出施設等となつたものとみなす。 

３　機構が第一項の規定による承諾をしたときは、共済契約者は、遅
滞なく、その旨を被共済職員に通知しなければならない。 

（被共済職員等の受益） 
第五条　被共済職員及びその遺族は、当然退職手当共済契約の利益を

受ける。 
（契約の解除） 
第六条　機構又は共済契約者は、次項から第五項までに規定する場合

を除いては、退職手当共済契約を解除することができない。 
２　機構は、次の各号に掲げる場合には、当該退職手当共済契約を解

除しなければならない。 
一　共済契約者が、経営者でなくなつたとき。 
二　共済契約者が、納付期限後二箇月以内に掛金を納付しなかつた

とき。 
三　共済契約者が、当該退職手当共済契約に係る被共済職員につき、

中小企業退職金共済法の規定による退職金共済契約を締結したと
き。 

３　機構は、共済契約者が第二十八条第一号若しくは第二号の違反行
為をしたとき、又は共済契約者の代表者若しくはその代理人、使用
人その他の従業者が、当該共済契約者の業務に関して、同条第三号
の違反行為をしたときは、当該退職手当共済契約を解除することが
できる。 

４　共済契約者は、すべての被共済職員の同意を得たときは、当該退
職手当共済契約を解除することができる。 

５　共済契約者は、その経営する特定介護保険施設等又は申出施設等
の業務に従事するすべての被共済職員の同意を得たときは、当該退
職手当共済契約のうち当該同意を得た被共済職員に関する部分を解
除することができる。 

６　退職手当共済契約の解除は、将来に向つてのみ効力を生ずる。 
７　機構は、第二項又は第三項の規定により退職手当共済契約を解除

したときは、当該契約に係る被共済職員にその旨を通知しなければ
ならない。

第三章　退職手当金 
（退職手当金の支給） 
第七条　機構は、被共済職員が退職（被共済職員が前条第二項第二号

若しくは第三号又は第三項から第五項までの規定による退職手当共
済契約の解除以外の理由により被共済職員でなくなることをいう。
以下同じ。）したときは、その者（退職が死亡によるものであると
きは、その遺族）に対し、退職手当金を支給する。ただし、被共済
職員となつた日から起算して一年に満たないで退職したときは、こ
の限りでない。

（金額） 
第八条　退職した者の被共済職員期間が一年以上十年以下である場合

における退職手当金の額は、政令で定める八千円を下らない額にそ
の者の被共済職員期間の年数を乗じて得た額に百分の六十を乗じて
得た額とする

２　退職した者の被共済職員期間が十一年以上十五年以下である場合
における退職手当金の額は、前項の規定に基づく政令で定める額に、
その者の被共済職員期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる
割合を乗じて得た額の合計額とする。
一　一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の八十
二　十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の

八十八
３　退職した者の被共済職員期間が十六年以上十九年以下である場合

における退職手当金の額は、第一項の規定に基づく政令で定める額
に、その者の被共済職員期間を次の各号に区分して、当該各号に掲
げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

一　一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の九十
二　十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の

九十九
三　十六年以上十九年以下の期間については、一年につき百分の

百四十四
４　退職した者の被共済職員期間が二十年以上である場合における退

職手当金の額は、第一項の規定に基づく政令で定める額に、その者
の被共済職員期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を
乗じて得た額の合計額とする。
一　一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百
二　十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の

百十
三　十六年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の

百六十
四　二十一年以上二十五年以下の期間については、一年につき百分

の二百
五　二十六年以上三十年以下の期間については、一年につき百分の

百六十
六　三十一年以上の期間については、一年につき百分の百二十

第九条　業務上の負傷若しくは疾病により政令で定める程度の障害の
状態になつたことにより、又は業務上死亡したことにより退職した
者の被共済職員期間が一年以上十九年以下である場合における退職
手当金の額は、前条第一項から第三項までの規定にかかわらず、同
条第一項の規定に基づく政令で定める額に、その者の被共済職員期
間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の
合計額とする。
一　一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百
二　十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の

百十
三　十六年以上十九年以下の期間については、一年につき百分の

百六十 
第九条の二　前二条の規定により計算した退職手当金の額が、第八条

第一項の規定に基づく政令で定める額に六十を乗じて得た額を超え
るときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者
の退職手当金の額とする。

（遺族の範囲及び順位） 
第十条　第七条の規定により退職手当金の支給を受けるべき遺族は、

次の各号に掲げる者とする。 
一　配偶者（届出をしていないが、被共済職員の死亡の当時事実上

婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。） 
二　子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で被共済職員の死亡の当時

主としてその収入によつて生計を維持していたもの 
三　前号に掲げる者のほか、被共済職員の死亡の当時主としてその

収入によつて生計を維持していた親族 
四　子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で第二号に該当しないもの 

２　退職手当金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序に
より、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、当該各
号に規定する順序による。この場合において、父母については養父
母、実父母の順序により、祖父母については養父母の養父母、養父
母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順序による。 

３　前項の規定により退職手当金の支給を受けるべき同順位の遺族が
二人以上あるときは、退職手当金は、その人数によつて等分して支
給する。 

（被共済職員期間の計算） 
第十一条　被共済職員期間を計算する場合には、月によるものとし、

その者が被共済職員となつた日の属する月から被共済職員でなくな
つた日の属する月までをこれに算入する。 

２　前項の場合において、その者が被共済職員となつた日の属する月
から被共済職員でなくなつた日の属する月までの期間のうちに、そ
の者が当該共済契約対象施設等の業務に従事した日数が十日以下で
ある月があるときは、その月は、同項の規定にかかわらず、被共済
職員期間に算入しない。 

３　被共済職員が業務上負傷し又は疾病にかかり、療養のために当該
共済契約対象施設等の業務に従事しなかつた期間及び育児休業、介

成平（ 律法るす関に祉福の者働労う行を護介族家は又児育等業休護
三年法律第七十六号）第二条第二号に規定する介護休業により当該
業務に従事しなかつた期間並びに女子である被共済職員が出産前六
週間（多胎妊娠の場合にあつては、十四週間）及び出産後八週間に
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〔昭和３６年６月１９日法律第１５５号〕
最終改正：平成24年06月27日法律第51号
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18

共
済
法
等

共
済
法
等

社会福祉施設職員等退職手当共済法

〔昭和３６年６月１９日法律第１５５号〕
最終改正：平成24年06月27日法律第51号

社会福祉施設職員等退職手当共済法
〔昭和三十六年六月十九日法律第百五十五号〕
最終改正：平成二八年六月三日法律第六五号

（この法律の目的） 
第一条　この法律は、社会福祉施設、特定社会福祉事業及び特定介護

保険施設等を経営する社会福祉法人の相互扶助の精神に基づき、社
会福祉施設の職員、特定社会福祉事業に従事する職員及び特定介護
保険施設等の職員について退職手当共済制度を確立し、もつて社会
福祉事業の振興に寄与することを目的とする。 

（定義） 
第二条　この法律において「社会福祉施設」とは、次に掲げる施設を

いう。 
二第条一十四第）号四十四百第律法年五十二和昭（ 法護保活生　一

項の規定による認可を受けた救護施設、更生施設、授産施設及び
宿所提供施設 

四第条五十三第）号四十六百第律法年二十二和昭（ 法祉福童児　二
項の規定による認可を受けた乳児院、母子生活支援施設、保育所、
児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設 

三　就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に
関する法律（平成十八年法律第七十七号）第十七条第一項の規定
による設置の認可を受けた幼保連携型認定こども園 

項四第条五十第）号三十三百第律法年八十三和昭（ 法祉福人老　四
の規定による認可を受けた養護老人ホーム 

五　その他前各号に準ずる施設で政令で定めるもの 
２　この法律において「特定社会福祉事業」とは、次に掲げる事業を

いう。 
一　児童福祉法第三十四条の四第一項の規定による届出がされた児

童自立生活援助事業及び小規模住居型児童養育事業
二　生活困窮者自立支援法（平成二十五年法律第百五号）第十条第

三項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業
三　その他政令で定める社会福祉事業 

３　この法律において「特定介護保険施設等」とは、次に掲げる施設
又は事業のうち、経営者が退職手当共済契約の申込みに当たり独立
行政法人福祉医療機構（以下「機構」という。）に申し出たもの又
は共済契約者が機構に申し出たもの（第四条の二第一項の規定によ
り機構が承諾したものに限る。）をいう。
一　児童福祉法第三十四条の三第二項の規定による届出がされた障

害児通所支援事業
二　児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を受けた障害児

入所施設
三　老人福祉法第十四条の規定による届出がされた老人居宅生活支

援事業のうち老人居宅介護等事業、小規模多機能型居宅介護事業
及び認知症対応型老人共同生活援助事業 

四　老人福祉法第十五条第四項の規定による認可を受けた特別養護
老人ホーム

五　社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第六十二条第一項
の規定による届出がされた障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）に規定
する障害者支援施設

六　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第七十九条第二項の規定による届出がされた障害福祉サービス事
業のうち居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介
護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は共同
生活援助を行う事業及び移動支援事業

七　その他前各号に準ずる施設又は事業であつて政令で定めるもの
４　この法律において「申出施設等」とは、共済契約者が経営する社

会福祉施設、特定社会福祉事業及び特定介護保険施設等以外の施設
又は事業のうち当該共済契約者が機構に申し出たものであつて第四
条の二第一項の規定により機構が承諾したものをいう。　 

５　この法律において「経営者」とは、社会福祉施設、特定社会福祉
事業又は特定介護保険施設等を経営する社会福祉法人をいう。 

６　この法律において「社会福祉施設等職員」とは、経営者に使用
され、かつ、その者の経営する社会福祉施設又は特定社会福祉事業
の業務に常時従事することを要する者をいう。ただし、一年未満の

期間を定めて使用される者（その者が一年以上引き続き使用される
に至つた場合を除く。次項ただし書及び第八項ただし書において同
じ。）を除く。 

７　この法律において「特定介護保険施設等職員」とは、経営者に使
用され、かつ、その者の経営する社会福祉施設、特定社会福祉事業
又は特定介護保険施設等の業務に常時従事することを要する者であ
つて社会福祉施設等職員以外のものをいう。ただし、一年未満の期
間を定めて使用される者を除く。 

８　この法律において「申出施設等職員」とは、共済契約者に使用され、
かつ、その者の経営する社会福祉施設、特定社会福祉事業、特定介
護保険施設等又は申出施設等（以下「共済契約対象施設等」という。）
の業務に常時従事することを要する者であつて社会福祉施設等職員
又は特定介護保険施設等職員以外のものをいう。ただし、一年未満
の期間を定めて使用される者を除く。 

９　この法律において「退職手当共済契約」とは、経営者が、この法
律の定めるところにより機構に掛金を納付することを約し、機構が、
その経営者の使用する社会福祉施設等職員、特定介護保険施設等職
員及び申出施設等職員について、この法律の定めるところにより退
職手当金を支給することを約する契約をいう。 

10　この法律において「共済契約者」とは、退職手当共済契約の当
事者である経営者をいう。 

11　この法律において「被共済職員」とは、共済契約者に使用され
る社会福祉施設等職員、特定介護保険施設等職員及び申出施設等職
員をいう。 

12　社会福祉施設又は特定社会福祉事業の経営者に変更が生じた場
合において、変更前の経営者がその変更時まで退職手当共済契約を
締結しており、かつ、変更後の経営者がその変更時から退職手当共
済契約を締結したときは、変更前の経営者に係る被共済職員で引き
続き変更後の経営者に係る被共済職員となつたものは、変更前の経
営者に係る被共済職員となつた時から引き続き変更後の経営者に係
る被共済職員であつたものとみなす。 

13　特定介護保険施設等又は申出施設等である施設又は事業の経営
者に変更が生じた場合において、変更前の経営者がその変更時まで
退職手当共済契約を締結しており、かつ、変更後の経営者がその変
更時に当該施設又は事業について第三項又は第四項の規定による申
出をしたときは、変更前の経営者に係る特定介護保険施設等職員又
は申出施設等職員で引き続き変更後の経営者に係る被共済職員とな
つたものは、変更前の経営者に係る被共済職員となつた時から引き
続き変更後の経営者に係る被共済職員であつたものとみなす。 

第二章　退職手当共済契約 
（契約の締結） 
第三条　機構は、次に掲げる場合を除いては、退職手当共済契約の締

結を拒絶してはならない。 
一　契約の申込者が第六条第二項第二号又は第三項の規定により退

職手当共済契約を解除され、その解除の日から起算して六月を経
過しない者であるとき。 

二　契約の申込者が共済契約者であつたことがある者である場合に
おいて、その者につき、納付期限を超えてまだ納付されていない
掛金（割増金を含む。）があるとき。 

三　契約の申込者に使用されている社会福祉施設等職員又は特定介
年四十三和昭（ 法済共金職退業企小中、きつに員職等設施険保護

法律第百六十号）の規定による退職金共済契約が締結されている
とき。 

四　前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める正当な理由
があるとき。 

（契約の成立） 
第四条　退職手当共済契約は、機構が契約の申込みを承諾したときは、

その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から
効力を生ずる。 

２　退職手当共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、
その旨を被共済職員に通知しなければならない。

（申出の承諾等） 
第四条の二　機構は、次に掲げる場合を除いては、特定介護保険施設

等又は申出施設等に係る共済契約者の申出を承諾しなければならな
い。 
一 当該申出をした共済契約者につき、納付期限を超えてまだ納付

されていない掛金（割増金を含む。）があるとき。 
二 前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める正当な理由が

あるとき。 
２　機構が前項の規定による承諾をしたときは、当該申出に係る特定

介護保険施設等又は申出施設等は、当該申出のあつた日において特
定介護保険施設等又は申出施設等となつたものとみなす。 

３　機構が第一項の規定による承諾をしたときは、共済契約者は、遅
滞なく、その旨を被共済職員に通知しなければならない。 

（被共済職員等の受益） 
第五条　被共済職員及びその遺族は、当然退職手当共済契約の利益を

受ける。 
（契約の解除） 
第六条　機構又は共済契約者は、次項から第五項までに規定する場合

を除いては、退職手当共済契約を解除することができない。 
２　機構は、次の各号に掲げる場合には、当該退職手当共済契約を解

除しなければならない。 
一　共済契約者が、経営者でなくなつたとき。 
二　共済契約者が、納付期限後二箇月以内に掛金を納付しなかつた

とき。 
三　共済契約者が、当該退職手当共済契約に係る被共済職員につき、

中小企業退職金共済法の規定による退職金共済契約を締結したと
き。 

３　機構は、共済契約者が第二十八条第一号若しくは第二号の違反行
為をしたとき、又は共済契約者の代表者若しくはその代理人、使用
人その他の従業者が、当該共済契約者の業務に関して、同条第三号
の違反行為をしたときは、当該退職手当共済契約を解除することが
できる。 

４　共済契約者は、すべての被共済職員の同意を得たときは、当該退
職手当共済契約を解除することができる。 

５　共済契約者は、その経営する特定介護保険施設等又は申出施設等
の業務に従事するすべての被共済職員の同意を得たときは、当該退
職手当共済契約のうち当該同意を得た被共済職員に関する部分を解
除することができる。 

６　退職手当共済契約の解除は、将来に向つてのみ効力を生ずる。 
７　機構は、第二項又は第三項の規定により退職手当共済契約を解除

したときは、当該契約に係る被共済職員にその旨を通知しなければ
ならない。

第三章　退職手当金 
（退職手当金の支給） 
第七条　機構は、被共済職員が退職（被共済職員が前条第二項第二号

若しくは第三号又は第三項から第五項までの規定による退職手当共
済契約の解除以外の理由により被共済職員でなくなることをいう。
以下同じ。）したときは、その者（退職が死亡によるものであると
きは、その遺族）に対し、退職手当金を支給する。ただし、被共済
職員となつた日から起算して一年に満たないで退職したときは、こ
の限りでない。

（金額） 
第八条　退職した者の被共済職員期間が一年以上十年以下である場合

における退職手当金の額は、政令で定める八千円を下らない額にそ
の者の被共済職員期間の年数を乗じて得た額に百分の六十を乗じて
得た額とする

２　退職した者の被共済職員期間が十一年以上十五年以下である場合
における退職手当金の額は、前項の規定に基づく政令で定める額に、
その者の被共済職員期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる
割合を乗じて得た額の合計額とする。
一　一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の八十
二　十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の

八十八
３　退職した者の被共済職員期間が十六年以上十九年以下である場合

における退職手当金の額は、第一項の規定に基づく政令で定める額
に、その者の被共済職員期間を次の各号に区分して、当該各号に掲
げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

一　一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の九十
二　十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の

九十九
三　十六年以上十九年以下の期間については、一年につき百分の

百四十四
４　退職した者の被共済職員期間が二十年以上である場合における退

職手当金の額は、第一項の規定に基づく政令で定める額に、その者
の被共済職員期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を
乗じて得た額の合計額とする。
一　一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百
二　十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の

百十
三　十六年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の

百六十
四　二十一年以上二十五年以下の期間については、一年につき百分

の二百
五　二十六年以上三十年以下の期間については、一年につき百分の

百六十
六　三十一年以上の期間については、一年につき百分の百二十

第九条　業務上の負傷若しくは疾病により政令で定める程度の障害の
状態になつたことにより、又は業務上死亡したことにより退職した
者の被共済職員期間が一年以上十九年以下である場合における退職
手当金の額は、前条第一項から第三項までの規定にかかわらず、同
条第一項の規定に基づく政令で定める額に、その者の被共済職員期
間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の
合計額とする。
一　一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百
二　十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の

百十
三　十六年以上十九年以下の期間については、一年につき百分の

百六十 
第九条の二　前二条の規定により計算した退職手当金の額が、第八条

第一項の規定に基づく政令で定める額に六十を乗じて得た額を超え
るときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者
の退職手当金の額とする。

（遺族の範囲及び順位） 
第十条　第七条の規定により退職手当金の支給を受けるべき遺族は、

次の各号に掲げる者とする。 
一　配偶者（届出をしていないが、被共済職員の死亡の当時事実上

婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。） 
二　子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で被共済職員の死亡の当時

主としてその収入によつて生計を維持していたもの 
三　前号に掲げる者のほか、被共済職員の死亡の当時主としてその

収入によつて生計を維持していた親族 
四　子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で第二号に該当しないもの 

２　退職手当金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序に
より、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、当該各
号に規定する順序による。この場合において、父母については養父
母、実父母の順序により、祖父母については養父母の養父母、養父
母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順序による。 

３　前項の規定により退職手当金の支給を受けるべき同順位の遺族が
二人以上あるときは、退職手当金は、その人数によつて等分して支
給する。 

（被共済職員期間の計算） 
第十一条　被共済職員期間を計算する場合には、月によるものとし、

その者が被共済職員となつた日の属する月から被共済職員でなくな
つた日の属する月までをこれに算入する。 

２　前項の場合において、その者が被共済職員となつた日の属する月
から被共済職員でなくなつた日の属する月までの期間のうちに、そ
の者が当該共済契約対象施設等の業務に従事した日数が十日以下で
ある月があるときは、その月は、同項の規定にかかわらず、被共済
職員期間に算入しない。 

３　被共済職員が業務上負傷し又は疾病にかかり、療養のために当該
共済契約対象施設等の業務に従事しなかつた期間及び育児休業、介

成平（ 律法るす関に祉福の者働労う行を護介族家は又児育等業休護
三年法律第七十六号）第二条第二号に規定する介護休業により当該
業務に従事しなかつた期間並びに女子である被共済職員が出産前六
週間（多胎妊娠の場合にあつては、十四週間）及び出産後八週間に



おいて当該業務に従事しなかつた期間は、前項の規定の適用につい
ては、当該被共済職員は、当該業務に従事したものとみなす。 

４　被共済職員が次に掲げる休業により当該共済契約対象施設等の業
務に従事しなかつた場合には、前二項の規定にかかわらず、当該業
務に従事しなくなつた日の属する月から当該業務に従事することと
なつた日の属する月までの間の月数の二分の一に相当する月数は、
被共済職員期間に算入する。ただし、当該業務に従事しなくなつた
日又は当該業務に従事することとなつた日の属する月が前三項の規
定により被共済職員期間に算入されるときは、その月については、
この限りでない。 
一　育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉

に関する法律第二条第一号に規定する育児休業（同法附則第二条 
に規定する事業所の労働者に係る育児休業等に関する法律の一部
を改正する法律（平成七年法律第百七号）第一条の規定による改
正前の育児休業等に関する法律第二条第一項に規定する育児休業
に相当する休業を含む。） 

二　旧義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施
設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律（昭和五十年法律
第六十二号）に規定する育児休業に相当する休業 

５　被共済職員が被共済職員でなくなつた日の属する月にさらに被共
済職員となつた場合において、その月がその被共済職員でなくなつ
たことによつて支給される退職手当金の計算の基礎となつていると
きは、その月は、第一項の規定にかかわらず、その被共済職員とな
つた後の期間に係る被共済職員期間に算入しない。 

６　引き続き一年以上被共済職員であつた者が、第六条第二項第二号
若しくは第三号又は第三項から第五項までの規定によつて退職手当
共済契約が解除されたことにより被共済職員でなくなつた場合にお
いて、その者が、被共済職員でなくなつた日から起算して一箇月以
内にさらに被共済職員となり、引き続き一年以上被共済職員であつ
たときは、第一項の規定の適用については、その者は、その間引き
続き被共済職員であつたものとみなし、その者が、被共済職員でな
くなつた日から起算して一箇月をこえ、同日から起算して五年以内
にさらに被共済職員となり、引き続き一年以上被共済職員であつた
ときは、前後の各期間につき前五項の規定によつて計算した被共済
職員期間を合算する。 

７　引き続き一年以上被共済職員である者が、その者に係る共済契約
者の経営する共済契約対象施設等以外の施設又は事業の業務に常時
従事することを要するものとなつたことその他これに準ずる理由と
して政令で定める理由により退職した場合において、その者が、退
職した日から起算して五年以内に、退職手当金を請求しないで再び
当該共済契約者に係る被共済職員となつたときは、前後の各期間に
つき第一項から第五項までの規定によつて計算した被共済職員期間
を合算する。 

８　前項の規定による場合のほか、引き続き一年以上被共済職員であ
る者が退職した場合（第十三条第一項に該当する場合を除く。）に
おいて、その者が、退職した日から起算して三年以内に、退職手当
金を請求しないで再び被共済職員となり、かつ、その者が機構に申
し出たときは、前後の各期間につき第一項から第五項までの規定に
よつて計算した被共済職員期間を合算する。 

９　被共済職員期間（前三項の規定により二以上の被共済職員期間を
合算すべき場合には、合算後の被共済職員期間）に一年未満の端数
がある場合には、その端数は、切り捨てる。 

（支払の差止め） 
第十二条　機構は、退職した被共済職員をその退職時まで使用してい

た共済契約者が、当該退職の日の属する事業年度（四月一日から翌
年の三月三十一日までをいう。以下同じ。）の掛金を納付するまでは、
当該退職に係る退職手当金の支払を差し止めることができる。 

（支給の制限） 
第十三条　機構は、被共済職員が自己の犯罪行為その他これに準ずべ

き重大な非行により退職したときは、退職手当金を支給しない。 
２　機構は、被共済職員を故意に死亡させた者には、退職手当金を支

給しない。被共済職員の死亡前に、その者の死亡によつて退職手当
金の支給を受けるべき者を故意に死亡させた者にも、同様とする。 

（譲渡等の禁止） 
第十四条　退職手当金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、

又は差し押えることができない。ただし、国税滞納処分（その例に
よる処分を含む。）により差し押える場合は、この限りでない。 　

第四章　掛金 
（掛金の納付） 
第十五条　共済契約者は、毎事業年度、機構に掛金を納付しなければ

ならない。 
２　掛金は、退職手当金の支給に要する費用に充てられるべきものと

し、その額は、次に掲げる掛金ごとに、それぞれ政令で定める。 
一　社会福祉施設等職員（被共済職員である者に限る。）に係る掛金 
二　特定介護保険施設等職員（被共済職員である者に限る。）に係

る掛金 
三　申出施設等職員に係る掛金 

３　前項に規定する掛金の額は、退職手当金の支給に要する費用の予
想額、被共済職員の見込数等に照らし、おおむね五年を通じ財政の
均衡を保つことができるものでなければならない。 

（納付期限） 
第十六条　毎事業年度に納付すべき掛金の納付期限は、当該事業年度

の五月三十一日とする。ただし、新たに退職手当共済契約が締結さ
れた場合における当該契約の申込みの日又はその承諾の日が属する
事業年度分の掛金にあつては、機構が当該契約の申込みを承諾した
日から起算して二箇月を経過する日とする。 

２　機構は、災害その他やむを得ない理由により掛金の納付義務者
が掛金をその納付期限までに納付することができないと認めるとき
は、その納付期限を延長することができる。 

（割増金） 
第十七条　機構は、掛金の納付義務者が掛金をその納付期限までに納

付しなかつたときは、その納付義務者に対し、割増金を請求するこ
とができる。 

２　割増金の額は、掛金の額につき年十四・六パーセントの割合で納
付期限の翌日から納付の日の前日までの日数によつて計算した額を
こえることができない。 　　　

第五章　国及び都道府県の補助 
（国の補助） 
第十八条　国は、毎年度、予算の範囲内において、機構に対し、被

共済職員のうち社会福祉施設等職員であるもの及び特定介護保険施
設等職員であるもの（次に掲げる者に限る。）に係る退職手当金の
支給に要する費用の額として政令で定めるところにより算定した額

（以下「補助金算定対象額」という。）の三分の一以内を補助するこ
とができる。
一　社会福祉施設又は特定社会福祉事業の業務に相当程度従事す

ることを要する者として政令で定めるもの（次号に掲げる者を除
く。）

二　児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を受けた障害児
入所施設の業務（同法第二十七条第一項の規定により同項第三号
の措置がとられている児童に係るものに限る。）に従事すること
を要する者として政令で定めるもの 

（都道府県の補助） 
第十九条　都道府県は、毎年度、当該都道府県の予算の範囲内におい

て、機構に対し、補助金算定対象額の一部を補助することができる。

第六章　雑則 
（時効） 
第二十条　退職手当金の支給を受ける権利及び掛金を請求し、又はそ

の返還を受ける権利は、五年を経過したときは、時効によつて消滅
する。 

（届出） 
第二十一条　共済契約者は、厚生労働省令の定めるところにより、被

共済職員の異動、業務に従事した日数その他厚生労働省令で定める
事項を機構に届け出なければならない。 

（記録の作成及び保存） 
第二十二条　共済契約者は、その使用する被共済職員ごとに、従業の

状況その他厚生労働省令で定める事項に関する記録を作成しなけれ
ばならない。 

２　共済契約者は、前項の記録を、その作成の日から起算して二年間、
保存しなければならない。 

（立入検査） 
第二十三条　厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認める

ときは、当該職員をして、経営者の経営する共済契約対象施設等に

係る施設若しくは事業所又は経営者の事務所に立ち入つて、被共済
職員若しくは掛金に関する事項について関係人に質問させ、又はこ
れらの事項に関する帳簿書類（その作成又は保存に代えて電磁的記
録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識するこ
とができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報
処理の用に供されるものをいう。）の作成又は保存がされている場
合における当該電磁的記録を含む。）を検査させることができる。 

２　前項の規定によつて質問及び検査を行なう当該職員は、その身分
を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを
提示しなければならない。 

３　第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと
解釈してはならない。 

（原簿） 
第二十四条　機構は、被共済職員に関する原簿を備え、これに被共済

職員の氏名、被共済職員期間その他厚生労働省令で定める事項を記
録しなければならない。 

２　被共済職員又は被共済職員であつた者は、厚生労働省令の定める
ところにより、いつでも前項の原簿の閲覧を請求することができる。 

（あつせん） 
第二十五条　退職手当共済契約の成立若しくはその解除の効力又は掛

金に関して、機構と契約の申込者又は共済契約者との間に紛争が生
じた場合において、契約の申込者又は共済契約者から請求があつた
ときは、厚生労働大臣は、その紛争の解決についてあつせんをする
ことができる。 

２　被共済職員期間又は退職手当金に関して、機構と被共済職員又は
被共済職員であつた者若しくはその遺族との間に紛争が生じた場合
において、被共済職員又は被共済職員であつた者若しくはその遺族
から請求があつたときも、前項と同様とする。 

３　前二項の規定によるあつせんの請求の手続その他あつせんに関し
て必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

（戸籍事項の無料証明） 
昭（ 法治自方地、しとのもむ含を長区の区別特（長村町市　条六十二第

和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都
市においては、区長（又は総合区長とする。）は、機構又は退職手
当金の支給を受ける権利を有する者に対して、当該市町村（特別区
を含む。）の条例の定めるところにより、被共済職員、被共済職員
であつた者又は退職手当金の支給を受ける権利を有する者の戸籍に
関し、無料で証明を行なうことができる。 

（事務の区分） 
第二十六条の二　第二十三条第一項の規定により都道府県が処理する

こととされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定す
る第一号 法定受託事務とする。 

（経過措置） 
第二十六条の三　この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃す

る場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に
必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する
経過措置を含む。）を定めることができる。 

（実施命令） 
第二十七条　この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律

の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労
働省令で定める。 

（罰則） 
第二十八条　次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処

する。 
一　第二十一条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出を

した者 
二　第二十二条第一項の規定に違反して、記録を作成せず、若しく

は虚偽の記録を作成し、又は同条第二項の規定に違反した者 
三　第二十三条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁を

せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は同項の規定による当該職員
の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 

第二十九条　法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その
法人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する
ほか、その法人に対しても、同条の刑を科する。 

　　　附　則　抄 
（施行期日）
１　この法律は、昭和三十六年十月一日から施行する。ただし、第四

章の規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。 
（施設又は事業の転換を行う場合の特例）
２　共済契約者が、その経営する社会福祉施設又は特定社会福祉事業

を特定介護保険施設等、申出施設等その他の施設又は事業へ転換す
る場合（政令で定める場合に限る。）におけるこの法律の規定の適
用に関し必要な事項は、政令で定める。 

　　　附　則　（平成二八年六月三日法律第六五号）　抄 
（施行期日）
第一条　この法律は、平成二九年四月一日から施行する。 
　

社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令
（昭和三十六年八月五日政令第二百八十六号）

（社会福祉施設） 
）。ういと」法「下以（ 法済共当手職退等員職設施祉福会社　条一第

第二条第一項第五号に規定する施設は、次に掲げる施設とする。 
保人婦るす定規に）号八十百第律法年一十三和昭（ 法止防春売　一

護施設であつて、当該施設における要保護女子の収容保護及びこ
れに伴い必要な事務に要する費用について、同法第三十八条第一
項第四号の規定による都道府県の支弁が行われているもの 

費軽るす定規に）号三十三百第律法年八十三和昭（ 法祉福人老　二
老人ホームであつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの

（第二条の二 第一号に掲げるものを除く。） 
定規に）号三十八百二第律法年四十二和昭（ 法祉福者害障体身　三

する視聴覚障害者情報提供施設であつて、厚生労働大臣が定める
基準に適合するもの 

四　授産施設であつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの 
五　身体障害者福祉法に規定する身体障害者福祉センターのうち、

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 
（平成十七年法律第百二十三号）第七十七条第一項第九号の事業
に相当する事業を行うものであつて、厚生労働大臣が定める基準
に適合するもの（同号の事業に相当する事業を行う部分に限る。）

（特定社会福祉事業） 
第二条　法第二条第二項第三号の政令で定める社会福祉事業は、児童

福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第三十四条の十五第二項
の規定による認可を受けた小規模保育事業とする。 

（特定介護保険施設等） 
第二条の二　法第二条第三項第七号の政令で定める施設又は事業は、

次に掲げる施設又は事業とする。 
一　老人福祉法に規定する軽費老人ホームであつて、介護保険法 
（平成九年法律第百二十三号）第四十一条第一項 本文、第四十二
条の二第一項本文又は第五十三条第一項本文の指定に係るもの 

二　老人福祉法に規定する老人福祉センターのうち、同法 に規定
する老人デイサービス事業を行うものであつて、厚生労働大臣が
定める基準に適合するもの（老人デイサービス事業を行う部分に
限る。） 

三　老人福祉法に規定する老人デイサービスセンターであつて、厚
生労働大臣が定める基準に適合するもの 

四　老人福祉法に規定する老人短期入所施設であつて、厚生労働大
臣が定める基準に適合するもの 

五　老人福祉法第十四条の規定による届出がなされた複合型サービ
ス福祉事業であつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの 

六　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
に規定する地域活動支援センターであつて、厚生労働大臣が定め
る基準に適合するもの

七　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
に規定する福祉ホームであつて、厚生労働大臣が定める基準に適
合するもの

八　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス
事業のうち短期入所又は重度障害者等包括支援を行う事業 

（退職手当金の額の計算の基礎となる額） 
第三条　法第八条第一項に規定する政令で定める額は、退職（法第七

条に規定する退職をいう。以下同じ。）した者の退職の日の属する
月前（退職の日が月の末日である場合は、その月以前）における被
共済職員期間の計算の基礎となつた最後の六月の本俸の総額を六で

最終改正：平成二八年三月三一日政令第一八五号



おいて当該業務に従事しなかつた期間は、前項の規定の適用につい
ては、当該被共済職員は、当該業務に従事したものとみなす。 

４　被共済職員が次に掲げる休業により当該共済契約対象施設等の業
務に従事しなかつた場合には、前二項の規定にかかわらず、当該業
務に従事しなくなつた日の属する月から当該業務に従事することと
なつた日の属する月までの間の月数の二分の一に相当する月数は、
被共済職員期間に算入する。ただし、当該業務に従事しなくなつた
日又は当該業務に従事することとなつた日の属する月が前三項の規
定により被共済職員期間に算入されるときは、その月については、
この限りでない。 
一　育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉

に関する法律第二条第一号に規定する育児休業（同法附則第二条 
に規定する事業所の労働者に係る育児休業等に関する法律の一部
を改正する法律（平成七年法律第百七号）第一条の規定による改
正前の育児休業等に関する法律第二条第一項に規定する育児休業
に相当する休業を含む。） 

二　旧義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施
設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律（昭和五十年法律
第六十二号）に規定する育児休業に相当する休業 

５　被共済職員が被共済職員でなくなつた日の属する月にさらに被共
済職員となつた場合において、その月がその被共済職員でなくなつ
たことによつて支給される退職手当金の計算の基礎となつていると
きは、その月は、第一項の規定にかかわらず、その被共済職員とな
つた後の期間に係る被共済職員期間に算入しない。 

６　引き続き一年以上被共済職員であつた者が、第六条第二項第二号
若しくは第三号又は第三項から第五項までの規定によつて退職手当
共済契約が解除されたことにより被共済職員でなくなつた場合にお
いて、その者が、被共済職員でなくなつた日から起算して一箇月以
内にさらに被共済職員となり、引き続き一年以上被共済職員であつ
たときは、第一項の規定の適用については、その者は、その間引き
続き被共済職員であつたものとみなし、その者が、被共済職員でな
くなつた日から起算して一箇月をこえ、同日から起算して五年以内
にさらに被共済職員となり、引き続き一年以上被共済職員であつた
ときは、前後の各期間につき前五項の規定によつて計算した被共済
職員期間を合算する。 

７　引き続き一年以上被共済職員である者が、その者に係る共済契約
者の経営する共済契約対象施設等以外の施設又は事業の業務に常時
従事することを要するものとなつたことその他これに準ずる理由と
して政令で定める理由により退職した場合において、その者が、退
職した日から起算して五年以内に、退職手当金を請求しないで再び
当該共済契約者に係る被共済職員となつたときは、前後の各期間に
つき第一項から第五項までの規定によつて計算した被共済職員期間
を合算する。 

８　前項の規定による場合のほか、引き続き一年以上被共済職員であ
る者が退職した場合（第十三条第一項に該当する場合を除く。）に
おいて、その者が、退職した日から起算して三年以内に、退職手当
金を請求しないで再び被共済職員となり、かつ、その者が機構に申
し出たときは、前後の各期間につき第一項から第五項までの規定に
よつて計算した被共済職員期間を合算する。 

９　被共済職員期間（前三項の規定により二以上の被共済職員期間を
合算すべき場合には、合算後の被共済職員期間）に一年未満の端数
がある場合には、その端数は、切り捨てる。 

（支払の差止め） 
第十二条　機構は、退職した被共済職員をその退職時まで使用してい

た共済契約者が、当該退職の日の属する事業年度（四月一日から翌
年の三月三十一日までをいう。以下同じ。）の掛金を納付するまでは、
当該退職に係る退職手当金の支払を差し止めることができる。 

（支給の制限） 
第十三条　機構は、被共済職員が自己の犯罪行為その他これに準ずべ

き重大な非行により退職したときは、退職手当金を支給しない。 
２　機構は、被共済職員を故意に死亡させた者には、退職手当金を支

給しない。被共済職員の死亡前に、その者の死亡によつて退職手当
金の支給を受けるべき者を故意に死亡させた者にも、同様とする。 

（譲渡等の禁止） 
第十四条　退職手当金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、

又は差し押えることができない。ただし、国税滞納処分（その例に
よる処分を含む。）により差し押える場合は、この限りでない。 　

第四章　掛金 
（掛金の納付） 
第十五条　共済契約者は、毎事業年度、機構に掛金を納付しなければ

ならない。 
２　掛金は、退職手当金の支給に要する費用に充てられるべきものと

し、その額は、次に掲げる掛金ごとに、それぞれ政令で定める。 
一　社会福祉施設等職員（被共済職員である者に限る。）に係る掛金 
二　特定介護保険施設等職員（被共済職員である者に限る。）に係

る掛金 
三　申出施設等職員に係る掛金 

３　前項に規定する掛金の額は、退職手当金の支給に要する費用の予
想額、被共済職員の見込数等に照らし、おおむね五年を通じ財政の
均衡を保つことができるものでなければならない。 

（納付期限） 
第十六条　毎事業年度に納付すべき掛金の納付期限は、当該事業年度

の五月三十一日とする。ただし、新たに退職手当共済契約が締結さ
れた場合における当該契約の申込みの日又はその承諾の日が属する
事業年度分の掛金にあつては、機構が当該契約の申込みを承諾した
日から起算して二箇月を経過する日とする。 

２　機構は、災害その他やむを得ない理由により掛金の納付義務者
が掛金をその納付期限までに納付することができないと認めるとき
は、その納付期限を延長することができる。 

（割増金） 
第十七条　機構は、掛金の納付義務者が掛金をその納付期限までに納

付しなかつたときは、その納付義務者に対し、割増金を請求するこ
とができる。 

２　割増金の額は、掛金の額につき年十四・六パーセントの割合で納
付期限の翌日から納付の日の前日までの日数によつて計算した額を
こえることができない。 　　　

第五章　国及び都道府県の補助 
（国の補助） 
第十八条　国は、毎年度、予算の範囲内において、機構に対し、被

共済職員のうち社会福祉施設等職員であるもの及び特定介護保険施
設等職員であるもの（次に掲げる者に限る。）に係る退職手当金の
支給に要する費用の額として政令で定めるところにより算定した額

（以下「補助金算定対象額」という。）の三分の一以内を補助するこ
とができる。
一　社会福祉施設又は特定社会福祉事業の業務に相当程度従事す

ることを要する者として政令で定めるもの（次号に掲げる者を除
く。）

二　児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を受けた障害児
入所施設の業務（同法第二十七条第一項の規定により同項第三号
の措置がとられている児童に係るものに限る。）に従事すること
を要する者として政令で定めるもの 

（都道府県の補助） 
第十九条　都道府県は、毎年度、当該都道府県の予算の範囲内におい

て、機構に対し、補助金算定対象額の一部を補助することができる。

第六章　雑則 
（時効） 
第二十条　退職手当金の支給を受ける権利及び掛金を請求し、又はそ

の返還を受ける権利は、五年を経過したときは、時効によつて消滅
する。 

（届出） 
第二十一条　共済契約者は、厚生労働省令の定めるところにより、被

共済職員の異動、業務に従事した日数その他厚生労働省令で定める
事項を機構に届け出なければならない。 

（記録の作成及び保存） 
第二十二条　共済契約者は、その使用する被共済職員ごとに、従業の

状況その他厚生労働省令で定める事項に関する記録を作成しなけれ
ばならない。 

２　共済契約者は、前項の記録を、その作成の日から起算して二年間、
保存しなければならない。 

（立入検査） 
第二十三条　厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認める

ときは、当該職員をして、経営者の経営する共済契約対象施設等に

係る施設若しくは事業所又は経営者の事務所に立ち入つて、被共済
職員若しくは掛金に関する事項について関係人に質問させ、又はこ
れらの事項に関する帳簿書類（その作成又は保存に代えて電磁的記
録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識するこ
とができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報
処理の用に供されるものをいう。）の作成又は保存がされている場
合における当該電磁的記録を含む。）を検査させることができる。 

２　前項の規定によつて質問及び検査を行なう当該職員は、その身分
を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを
提示しなければならない。 

３　第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと
解釈してはならない。 

（原簿） 
第二十四条　機構は、被共済職員に関する原簿を備え、これに被共済

職員の氏名、被共済職員期間その他厚生労働省令で定める事項を記
録しなければならない。 

２　被共済職員又は被共済職員であつた者は、厚生労働省令の定める
ところにより、いつでも前項の原簿の閲覧を請求することができる。 

（あつせん） 
第二十五条　退職手当共済契約の成立若しくはその解除の効力又は掛

金に関して、機構と契約の申込者又は共済契約者との間に紛争が生
じた場合において、契約の申込者又は共済契約者から請求があつた
ときは、厚生労働大臣は、その紛争の解決についてあつせんをする
ことができる。 

２　被共済職員期間又は退職手当金に関して、機構と被共済職員又は
被共済職員であつた者若しくはその遺族との間に紛争が生じた場合
において、被共済職員又は被共済職員であつた者若しくはその遺族
から請求があつたときも、前項と同様とする。 

３　前二項の規定によるあつせんの請求の手続その他あつせんに関し
て必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

（戸籍事項の無料証明） 
昭（ 法治自方地、しとのもむ含を長区の区別特（長村町市　条六十二第

和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都
市においては、区長（又は総合区長とする。）は、機構又は退職手
当金の支給を受ける権利を有する者に対して、当該市町村（特別区
を含む。）の条例の定めるところにより、被共済職員、被共済職員
であつた者又は退職手当金の支給を受ける権利を有する者の戸籍に
関し、無料で証明を行なうことができる。 

（事務の区分） 
第二十六条の二　第二十三条第一項の規定により都道府県が処理する

こととされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定す
る第一号 法定受託事務とする。 

（経過措置） 
第二十六条の三　この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃す

る場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に
必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する
経過措置を含む。）を定めることができる。 

（実施命令） 
第二十七条　この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律

の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労
働省令で定める。 

（罰則） 
第二十八条　次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処

する。 
一　第二十一条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出を

した者 
二　第二十二条第一項の規定に違反して、記録を作成せず、若しく

は虚偽の記録を作成し、又は同条第二項の規定に違反した者 
三　第二十三条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁を

せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は同項の規定による当該職員
の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 

第二十九条　法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その
法人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する
ほか、その法人に対しても、同条の刑を科する。 

　　　附　則　抄 
（施行期日）
１　この法律は、昭和三十六年十月一日から施行する。ただし、第四

章の規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。 
（施設又は事業の転換を行う場合の特例）
２　共済契約者が、その経営する社会福祉施設又は特定社会福祉事業

を特定介護保険施設等、申出施設等その他の施設又は事業へ転換す
る場合（政令で定める場合に限る。）におけるこの法律の規定の適
用に関し必要な事項は、政令で定める。 

　　　附　則　（平成二八年六月三日法律第六五号）　抄 
（施行期日）
第一条　この法律は、平成二九年四月一日から施行する。 
　

社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令
（昭和三十六年八月五日政令第二百八十六号）

（社会福祉施設） 
）。ういと」法「下以（ 法済共当手職退等員職設施祉福会社　条一第

第二条第一項第五号に規定する施設は、次に掲げる施設とする。 
保人婦るす定規に）号八十百第律法年一十三和昭（ 法止防春売　一

護施設であつて、当該施設における要保護女子の収容保護及びこ
れに伴い必要な事務に要する費用について、同法第三十八条第一
項第四号の規定による都道府県の支弁が行われているもの 

費軽るす定規に）号三十三百第律法年八十三和昭（ 法祉福人老　二
老人ホームであつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの

（第二条の二 第一号に掲げるものを除く。） 
定規に）号三十八百二第律法年四十二和昭（ 法祉福者害障体身　三

する視聴覚障害者情報提供施設であつて、厚生労働大臣が定める
基準に適合するもの 

四　授産施設であつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの 
五　身体障害者福祉法に規定する身体障害者福祉センターのうち、

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 
（平成十七年法律第百二十三号）第七十七条第一項第九号の事業
に相当する事業を行うものであつて、厚生労働大臣が定める基準
に適合するもの（同号の事業に相当する事業を行う部分に限る。）

（特定社会福祉事業） 
第二条　法第二条第二項第三号の政令で定める社会福祉事業は、児童

福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第三十四条の十五第二項
の規定による認可を受けた小規模保育事業とする。 

（特定介護保険施設等） 
第二条の二　法第二条第三項第七号の政令で定める施設又は事業は、

次に掲げる施設又は事業とする。 
一　老人福祉法に規定する軽費老人ホームであつて、介護保険法 
（平成九年法律第百二十三号）第四十一条第一項 本文、第四十二
条の二第一項本文又は第五十三条第一項本文の指定に係るもの 

二　老人福祉法に規定する老人福祉センターのうち、同法 に規定
する老人デイサービス事業を行うものであつて、厚生労働大臣が
定める基準に適合するもの（老人デイサービス事業を行う部分に
限る。） 

三　老人福祉法に規定する老人デイサービスセンターであつて、厚
生労働大臣が定める基準に適合するもの 

四　老人福祉法に規定する老人短期入所施設であつて、厚生労働大
臣が定める基準に適合するもの 

五　老人福祉法第十四条の規定による届出がなされた複合型サービ
ス福祉事業であつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの 

六　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
に規定する地域活動支援センターであつて、厚生労働大臣が定め
る基準に適合するもの

七　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
に規定する福祉ホームであつて、厚生労働大臣が定める基準に適
合するもの

八　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス
事業のうち短期入所又は重度障害者等包括支援を行う事業 

（退職手当金の額の計算の基礎となる額） 
第三条　法第八条第一項に規定する政令で定める額は、退職（法第七

条に規定する退職をいう。以下同じ。）した者の退職の日の属する
月前（退職の日が月の末日である場合は、その月以前）における被
共済職員期間の計算の基礎となつた最後の六月の本俸の総額を六で

最終改正：平成二八年三月三一日政令第一八五号
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除して得た額についての次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞ
れ同表の下欄に掲げる額とする。

（障害の程度） 
第四条　法第九条に規定する政令で定める程度の障害の状態は、厚生

規に項二第条七十四第）号五十百第律法年九十二和昭（ 法険保金年
定する障害等級に該当する程度の障害の状態とする。 

（被共済職員期間を合算する場合の退職理由） 
第五条　法第十一条第七項の政令で定める理由は、引き続き一年以上

被共済職員である者が、その者に係る共済契約者の経営する共済契
約対象施設等の業務及び共済契約対象施設等以外の施設又は事業の
業務を兼務することを要するものとなつたこと（兼務するそれぞれ
の業務の勤務時間の一週間の合計が、当該共済契約対象施設等の業
務に常時従事する者の一週間の勤務時間に見合う場合に限る。）と
する。 

（掛金の額） 
第六条　法第十五条第二項第一号に規定する社会福祉施設等職員に係

る掛金の額は、単位掛金額（次条の規定により厚生労働大臣が定め
る額をいう。以下同じ。）に当該事業年度の初日において当該共済契
約者が使用する社会福祉施設等職員の数を乗じて得た額とする。

２　法第十五条第二項第二号に規定する特定介護保険施設等職員に係
る掛金の額は、単位掛金額に三を乗じて得た額に当該事業年度の初
日において当該共済契約者が使用する特定介護保険施設等職員の数
を乗じて得た額とする。ただし、当該特定介護保険施設等職員が使
用される施設又は事業所が次の各号に掲げるものである場合にあつ
ては、当該特定介護保険施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額
に当該各号に定める数を乗じて得た額と、単位掛金額に三を乗じて
得た額に当該事業年度の初日において当該施設又は事業所において
使用する特定介護保険施設等職員の数から当該各号に定める数を控
除して得た数を乗じて得た額との合計額とする。
一　法第二条第三項第二号に掲げる施設であつて、かつ、児童福祉

法第二十七条第一項の規定により同項第三号の措置がとられた児
童に関する業務量の割合として厚生労働省令で定めるところによ
り算定したもの（以下この条において「措置入所障害児関係業務
割合」という。）が零を上回るもの　当該事業年度の初日におい
て当該施設において使用する特定介護保険施設等職員の数に当該
施設の措置入所障害児関係業務割合を乗じて得た数（その数に一
に満たない端数があるときは、これを切り捨てて得た数。以下「措
置入所障害児関係業務従事職員数」という。）

二　法第二条第三項第一号、第三号若しくは第六号又は第二条の二
第八号に掲げる事業を行う事業所であつて、かつ、特定社会福祉
事業に関する業務量の割合として厚生労働省令で定めるところに
より算定したもの（以下この条において「特定社会福祉事業割合」

という。）が三分の一以上であるもの　当該事業年度の初日にお
いて当該事業所において使用する特定介護保険施設等職員の数に
当該事業所の特定社会福祉事業割合を乗じて得た数（その数に一
に満たない端数があるときは、これを切り捨てて得た数。以下「特
定職員数」という。）

３　法第十五条第二項第三号に規定する申出施設等職員に係る掛金の
額は、単位掛金額に三を乗じて得た額に当該事業年度の初日におい
て当該共済契約者が使用する申出施設等職員の数を乗じて得た額と
する。

４　新たに退職手当共済契約が締結された場合における当該契約の申
込みの日が属する事業年度分の掛金の額は、前三項の規定にかかわ
らず、単位掛金額に当該契約の申込みの日における第一号に掲げる
数と第二号に掲げる数とを合計した数を乗じて得た額を十二で除し
て得た額に、その申込みの日の属する月から当該事業年度の末日の
属する月までの月数を乗じて得た額とする。
一　当該共済契約者が使用する社会福祉施設等職員の数。ただし、

次のイに掲げる場合にあつては当該社会福祉施設等職員の数とイに
定める数とを合計した数とし、次のロに掲げる場合にあつては当該
社会福祉施設等職員の数とロに定める数とを合計した数とする。
イ　当該特定介護保険施設等職員を使用する施設が第二項第一号

に掲げる施設に該当する場合　当該施設において使用する特
定介護保険施設等職員の数に当該施設の措置入所障害児関係
業務割合を乗じて得た数（その数に一に満たない端数がある
ときは、これを切り捨てて得た数。以下この条において「新
規措置入所障害児関係業務従事職員数」という。）

ロ　当該特定介護保険施設等職員を使用する事業所が第二項第二
号に掲げる事業所に該当する場合　当該事業所において使用
する特定介護保険施設等職員の数に当該事業所の特定社会福
祉事業割合を乗じて得た数（その数に一に満たない端数があ
るときは、これを切り捨てて得た数。以下この条において「新
規特定職員数」という。）

二　当該共済契約者が使用する特定介護保険施設等職員の数と申出
施設等職員の数とを合計した数に三を乗じて得た数。ただし、前
号イに掲げる場合にあつては当該合計した数から新規措置入所障
害児関係業務従事職員数を、同号ロに掲げる場合にあつては当該
合計した数から新規特定職員数を、それぞれ控除して得た数に三
を乗じて得た数とする。

５　新たに退職手当共済契約が締結された場合であつて、かつ、当該
契約の申込みの日において当該共済契約者が第二項第一号に掲げる
施設と同項第二号に掲げる事業所のいずれも経営する場合における
その申込みの日が属する事業年度分の掛金の額は、前各項の規定に
かかわらず、単位掛金額に当該契約の申込みの日における第一号に
掲げる数と第二号に掲げる数とを合計した数を乗じて得た額を十二
で除して得た額に、その申込みの日の属する月から当該事業年度の
末日の属する月までの月数を乗じて得た額とする。
一　当該共済契約者が使用する社会福祉施設等職員の数、新規措置

入所障害児関係業務従事職員数及び新規特定職員数を合計した数
二　当該共済契約者が使用する特定介護保険施設等職員の数と申出

施設等職員の数とを合計した数から新規措置入所障害児関係業務
従事職員数と新規特定職員数とを合計した数を控除して得た数に
三を乗じて得た数

（単位掛金額）  
第七条　単位掛金額は、毎事業年度、当該事業年度において支給され

る退職手当金の見込額から第一号に掲げる額を控除して得た額を第
二号に掲げる数で除して得た額を基準として厚生労働大臣が定める。 
一　次に掲げる額の合計額 

イ　国が当該事業年度において独立行政法人福祉医療機構（以下
「機構」という。）に対し交付する法第十八条 に規定する費用
に係る補助金の見込額

ロ　各都道府県が当該事業年度において機構に対し交付する法第
十九条に規定する補助金の見込額の合計額

二　次に掲げる数の合計数 
イ　当該事業年度の初日における社会福祉施設等職員（被共済職

員である者に限る。）の見込数、措置入所障害児関係業務従事
職員数の見込数及び特定職員数の見込数を合計した数

ロ　当該事業年度の初日における特定介護保険施設等職員の見込
数と申出施設等職員の見込数とを合計した数から措置入所障
害児関係業務従事職員数の見込数と特定職員数の見込数とを
合計した数を控除して得た数に三を乗じて得た数

（国の補助の対象となる特定介護保険施設等職員） 

第八条　法第十八条第一号の政令で定める者は、第六条第二項第二号
に掲げる事業所において使用する特定介護保険施設等職員とする。
２　法第十八条第二号の政令で定める者は、第六条第二項第一号に

掲げる施設において使用する特定介護保険施設等職員とする。
（補助金算定対象額） 
第九条　法第十八条に規定する補助金算定対象額は、当該事業年度に

おける退職手当金の支給に要する費用の額に当該事業年度の初日に
おける社会福祉施設等職員（被共済職員である者に限る。）の数、措
置入所障害児関係業務従事職員数及び特定職員数を合計した数を同
日における被共済職員の数で除して得た数を乗じて得た額とする。

　　　附　則　抄 
（施行期日）
１　この政令は、昭和三十六年十月一日から施行する。ただし、第四

条及び第五条の規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。 
（施設又は事業の転換を行う場合の特例）
２　法附則第二項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

一　法第二条第一項第四号に掲げる施設を第二条の二第一号に掲げ
る施設へ転換する場合 

二　第一条第二号に掲げる施設を第二条の二第一号に掲げる施設へ
転換する場合 

三　障害者自立支援法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関す
る政令（平成十八年政令第三百二十号）第二十条の規定による改
正前の第一条第六号に掲げる施設のうち障害者自立支援法附則第
四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律（昭和二十五年法律第百二十三号）に規定する精神障害
者地域生活支援センターであつて、厚生労働大臣が定める基準に
適合するものを障害者自立支援法に規定する相談支援事業を行う
施設へ転換する場合 

３　前項各号に掲げる場合において、当該転換の際現に法第四条第一
項の規定により成立している退職手当共済契約（前項各号に掲げる
施設に係るものに限る。以下「転換退職手当共済契約」という。）は、
特定介護保険施設等に係る退職手当共済契約とみなす。この場合に
おいて、転換後の前項第三号の施設は、特定介護保険施設等とみな
して、法の規定を適用する。 

４　附則第二項各号に掲げる場合において、当該転換をする日（以下
「転換日」という。）前に転換されることとなる施設を経営していた
共済契約者（社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改
正する等の法律（平成十二年法律第百十一号）附則第二十三条第一
項の規定の適用を受ける者を含む。以下同じ。）が、転換日前に厚
生労働省令で定めるところにより機構に届け出たときは、転換日以
後新たに当該共済契約者に使用され、かつ、当該転換後の施設の業
務に常時従事することを要する者となる者については、前項及び法
第二条第十一項の規定にかかわらず、被共済職員でないものとする。 

５　附則第二項各号に掲げる場合において、転換日の前日に被共済職
員であつた者のうち、転換日以後において当該転換後の施設に係る
特定介護保険施設等職員又は転換日以後において当該転換後の同項
第三号の施設に常時従事することを要する者であるもの（共済契約
者に継続して使用される者に限る。）については、社会福祉施設等職
員とみなして、法第十五条、第十八条及び第十九条の規定を適用する。 

６　附則第二項各号に掲げる場合において、当該転換の際現に当該転
換後の施設を経営している共済契約者が、当該共済契約者に使用さ
れ、かつ、当該転換後の施設の業務に常時従事することを要する者
であつて、転換日以後に被共済職員となつたもののすべての同意を
得たときは、法第六条第五項の規定にかかわらず、当該転換退職手
当共済契約のうち当該同意を得た被共済職員に関する部分を解除す
ることができる。 

７　前項の規定による転換退職手当共済契約の解除は、法第六条第六
項、第七条及び第十一条第六項の規定の適用については、法第六条
第五項の規定による退職手当共済契約の解除とみなす。

　　　附　則　（平成二八年三月三一日政令第一八五号）　抄 
（施行期日）
第一条　この政令は、平成二八年四月一日から施行する。

　
社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則

（昭和三十六年八月五日厚生省令第三十六号）
最終改正：平成二八年三月三一日厚生労働省令第七八号

第一章　共済契約の締結等
）由理絶拒の結締約契（ 

第律法年六十三和昭（ 法済共当手職退等員職設施祉福会社　条一第
百五十五号。以下「法」という。）第三条第四号の厚生労働省令で
定める正当な理由は、次のとおりとする。 
一　退職手当共済契約（以下「共済契約」という。）の申込者がそ

の使用する職員に対する給与の支払を怠つていること。 
二　次条に規定する申込書に虚偽の記載が行われていること。 

（契約の申込み） 
第二条　共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載した申込書を独

立行政法人福祉医療機構（以下「機構」という。）に提出して行わ
なければならない。 
一　申込者の名称及び主たる事務所の所在地 
二　社会福祉施設又は特定社会福祉事業の名称、種類及び所在地（特

定社会福祉事業にあつては、その事務所の所在地）並びに社会福
祉施設については、その取扱定員 

三　共済契約を締結したことの有無及び締結したことのある場合に
は、その締結に係る期間 

定規の）号十六百第律法年四十三和昭（ 法済共金職退業企小中　四
による退職金共済契約を締結していることの有無 

五　社会福祉施設等職員の氏名、生年月日、職種、本俸月額及びそ
の従事する社会福祉施設又は特定社会福祉事業の名称 

六　社会福祉施設等職員のうちに法第六条第二項第二号若しくは第
三号又は第三項から第五項までの規定によつて共済契約が解除さ
れたことにより被共済職員でなくなつたことがある者がある場合
には、その者の氏名及び当該共済契約者の氏名又は名称 

軽るす定規に）号三十三百第律法年八十三和昭（ 法祉福人老　七
費老人ホーム（以下「軽費老人ホーム」という。）であつて社

第令政年六十三和昭（ 令行施法済共当手職退等員職設施祉福会
二百八十六号。以下「令」という。）第一条第二号に規定する施
設に該当するものにあつては、その旨 

２　前項の申込書には、その申込みに係る社会福祉施設又は特定社会
福祉事業が社会福祉施設又は特定社会福祉事業であることを証する
書類を添付しなければならない。 

（契約の申込みの承諾等） 
第三条　機構は、共済契約の申込みを承諾したときは、共済契約の締

結を証する書類に約款を添えて当該共済契約の申込者に送付しなけ
ればならない。 

２　機構は、共済契約の締結を拒絶したときは、その理由を付してそ
の旨を当該共済契約の申込者に文書で通知しなければならない。 

（申出の拒絶理由） 
第三条の二　法第四条の二第一項第二号 の厚生労働省令で定める正

当な理由は、次のとおりとする。 
一　申出を行つた共済契約者がその使用する職員に対する給与の支

払を怠つていること。 
二　次条に規定する申出書に虚偽の記載が行われていること。 
三　申出を行つた共済契約者が当該申出に係る施設又は事業につい

て当該申出の日前一年以内に法第六条第五項の規定により退職手
当共済契約を解除していること。 

（特定介護保険施設等及び申出施設等に係る申出） 
第三条の三　法第二条第三項及び第四項の規定による申出は、次に掲げ

る事項を記載した申出書を機構に提出して行わなければならない。 
一　申出を行う共済契約者の名称及び主たる事務所の所在地 
二　申出に係る施設又は事業の名称、種類及び所在地（事業にあつ

ては、その事務所の所在地）並びに施設については、その取扱定員 
三　申出に係る施設若しくは事業の業務に常時従事することを要す

る者（次号及び第五号において「常勤者」という。）又は当該施
設若しくは事業の業務及び申出を行う共済契約者が経営する共済
契約対象施設等の業務を兼務することを要する者（兼務するそれ
ぞれの業務の勤務時間の一週間の合計が、当該共済契約対象施設
等の業務に常時従事する者の一週間の勤務時間に見合う場合に限
る。次号及び第五号において「兼務者」という。）の氏名、生年月日、
職種、本俸月額及びその従事する施設又は事業の名称 

四　常勤者又は兼務者のうちに法第六条第二項第二号若しくは第三
号又は第三項から第五項までの規定によつて共済契約が解除され
たことにより被共済職員でなくなつたことがある者がある場合に
は、その者の氏名及び当該共済契約者の氏名又は名称 

五　常勤者又は兼務者のうちに引き続き一年以上当該申出を行う共
済契約者に係る被共済職員であつた者で法第十一条第七項又は令
第五条に規定する理由により退職したことがある者がある場合に
は、その者の氏名及び退職した年月日

六　軽費老人ホームにあつては、令第二条の二第一号に規定する施
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除して得た額についての次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞ
れ同表の下欄に掲げる額とする。

（障害の程度） 
第四条　法第九条に規定する政令で定める程度の障害の状態は、厚生

規に項二第条七十四第）号五十百第律法年九十二和昭（ 法険保金年
定する障害等級に該当する程度の障害の状態とする。 

（被共済職員期間を合算する場合の退職理由） 
第五条　法第十一条第七項の政令で定める理由は、引き続き一年以上

被共済職員である者が、その者に係る共済契約者の経営する共済契
約対象施設等の業務及び共済契約対象施設等以外の施設又は事業の
業務を兼務することを要するものとなつたこと（兼務するそれぞれ
の業務の勤務時間の一週間の合計が、当該共済契約対象施設等の業
務に常時従事する者の一週間の勤務時間に見合う場合に限る。）と
する。 

（掛金の額） 
第六条　法第十五条第二項第一号に規定する社会福祉施設等職員に係

る掛金の額は、単位掛金額（次条の規定により厚生労働大臣が定め
る額をいう。以下同じ。）に当該事業年度の初日において当該共済契
約者が使用する社会福祉施設等職員の数を乗じて得た額とする。

２　法第十五条第二項第二号に規定する特定介護保険施設等職員に係
る掛金の額は、単位掛金額に三を乗じて得た額に当該事業年度の初
日において当該共済契約者が使用する特定介護保険施設等職員の数
を乗じて得た額とする。ただし、当該特定介護保険施設等職員が使
用される施設又は事業所が次の各号に掲げるものである場合にあつ
ては、当該特定介護保険施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額
に当該各号に定める数を乗じて得た額と、単位掛金額に三を乗じて
得た額に当該事業年度の初日において当該施設又は事業所において
使用する特定介護保険施設等職員の数から当該各号に定める数を控
除して得た数を乗じて得た額との合計額とする。
一　法第二条第三項第二号に掲げる施設であつて、かつ、児童福祉

法第二十七条第一項の規定により同項第三号の措置がとられた児
童に関する業務量の割合として厚生労働省令で定めるところによ
り算定したもの（以下この条において「措置入所障害児関係業務
割合」という。）が零を上回るもの　当該事業年度の初日におい
て当該施設において使用する特定介護保険施設等職員の数に当該
施設の措置入所障害児関係業務割合を乗じて得た数（その数に一
に満たない端数があるときは、これを切り捨てて得た数。以下「措
置入所障害児関係業務従事職員数」という。）

二　法第二条第三項第一号、第三号若しくは第六号又は第二条の二
第八号に掲げる事業を行う事業所であつて、かつ、特定社会福祉
事業に関する業務量の割合として厚生労働省令で定めるところに
より算定したもの（以下この条において「特定社会福祉事業割合」

という。）が三分の一以上であるもの　当該事業年度の初日にお
いて当該事業所において使用する特定介護保険施設等職員の数に
当該事業所の特定社会福祉事業割合を乗じて得た数（その数に一
に満たない端数があるときは、これを切り捨てて得た数。以下「特
定職員数」という。）

３　法第十五条第二項第三号に規定する申出施設等職員に係る掛金の
額は、単位掛金額に三を乗じて得た額に当該事業年度の初日におい
て当該共済契約者が使用する申出施設等職員の数を乗じて得た額と
する。

４　新たに退職手当共済契約が締結された場合における当該契約の申
込みの日が属する事業年度分の掛金の額は、前三項の規定にかかわ
らず、単位掛金額に当該契約の申込みの日における第一号に掲げる
数と第二号に掲げる数とを合計した数を乗じて得た額を十二で除し
て得た額に、その申込みの日の属する月から当該事業年度の末日の
属する月までの月数を乗じて得た額とする。
一　当該共済契約者が使用する社会福祉施設等職員の数。ただし、

次のイに掲げる場合にあつては当該社会福祉施設等職員の数とイに
定める数とを合計した数とし、次のロに掲げる場合にあつては当該
社会福祉施設等職員の数とロに定める数とを合計した数とする。
イ　当該特定介護保険施設等職員を使用する施設が第二項第一号

に掲げる施設に該当する場合　当該施設において使用する特
定介護保険施設等職員の数に当該施設の措置入所障害児関係
業務割合を乗じて得た数（その数に一に満たない端数がある
ときは、これを切り捨てて得た数。以下この条において「新
規措置入所障害児関係業務従事職員数」という。）

ロ　当該特定介護保険施設等職員を使用する事業所が第二項第二
号に掲げる事業所に該当する場合　当該事業所において使用
する特定介護保険施設等職員の数に当該事業所の特定社会福
祉事業割合を乗じて得た数（その数に一に満たない端数があ
るときは、これを切り捨てて得た数。以下この条において「新
規特定職員数」という。）

二　当該共済契約者が使用する特定介護保険施設等職員の数と申出
施設等職員の数とを合計した数に三を乗じて得た数。ただし、前
号イに掲げる場合にあつては当該合計した数から新規措置入所障
害児関係業務従事職員数を、同号ロに掲げる場合にあつては当該
合計した数から新規特定職員数を、それぞれ控除して得た数に三
を乗じて得た数とする。

５　新たに退職手当共済契約が締結された場合であつて、かつ、当該
契約の申込みの日において当該共済契約者が第二項第一号に掲げる
施設と同項第二号に掲げる事業所のいずれも経営する場合における
その申込みの日が属する事業年度分の掛金の額は、前各項の規定に
かかわらず、単位掛金額に当該契約の申込みの日における第一号に
掲げる数と第二号に掲げる数とを合計した数を乗じて得た額を十二
で除して得た額に、その申込みの日の属する月から当該事業年度の
末日の属する月までの月数を乗じて得た額とする。
一　当該共済契約者が使用する社会福祉施設等職員の数、新規措置

入所障害児関係業務従事職員数及び新規特定職員数を合計した数
二　当該共済契約者が使用する特定介護保険施設等職員の数と申出

施設等職員の数とを合計した数から新規措置入所障害児関係業務
従事職員数と新規特定職員数とを合計した数を控除して得た数に
三を乗じて得た数

（単位掛金額）  
第七条　単位掛金額は、毎事業年度、当該事業年度において支給され

る退職手当金の見込額から第一号に掲げる額を控除して得た額を第
二号に掲げる数で除して得た額を基準として厚生労働大臣が定める。 
一　次に掲げる額の合計額 

イ　国が当該事業年度において独立行政法人福祉医療機構（以下
「機構」という。）に対し交付する法第十八条 に規定する費用
に係る補助金の見込額

ロ　各都道府県が当該事業年度において機構に対し交付する法第
十九条に規定する補助金の見込額の合計額

二　次に掲げる数の合計数 
イ　当該事業年度の初日における社会福祉施設等職員（被共済職

員である者に限る。）の見込数、措置入所障害児関係業務従事
職員数の見込数及び特定職員数の見込数を合計した数

ロ　当該事業年度の初日における特定介護保険施設等職員の見込
数と申出施設等職員の見込数とを合計した数から措置入所障
害児関係業務従事職員数の見込数と特定職員数の見込数とを
合計した数を控除して得た数に三を乗じて得た数

（国の補助の対象となる特定介護保険施設等職員） 

第八条　法第十八条第一号の政令で定める者は、第六条第二項第二号
に掲げる事業所において使用する特定介護保険施設等職員とする。
２　法第十八条第二号の政令で定める者は、第六条第二項第一号に

掲げる施設において使用する特定介護保険施設等職員とする。
（補助金算定対象額） 
第九条　法第十八条に規定する補助金算定対象額は、当該事業年度に

おける退職手当金の支給に要する費用の額に当該事業年度の初日に
おける社会福祉施設等職員（被共済職員である者に限る。）の数、措
置入所障害児関係業務従事職員数及び特定職員数を合計した数を同
日における被共済職員の数で除して得た数を乗じて得た額とする。

　　　附　則　抄 
（施行期日）
１　この政令は、昭和三十六年十月一日から施行する。ただし、第四

条及び第五条の規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。 
（施設又は事業の転換を行う場合の特例）
２　法附則第二項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

一　法第二条第一項第四号に掲げる施設を第二条の二第一号に掲げ
る施設へ転換する場合 

二　第一条第二号に掲げる施設を第二条の二第一号に掲げる施設へ
転換する場合 

三　障害者自立支援法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関す
る政令（平成十八年政令第三百二十号）第二十条の規定による改
正前の第一条第六号に掲げる施設のうち障害者自立支援法附則第
四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律（昭和二十五年法律第百二十三号）に規定する精神障害
者地域生活支援センターであつて、厚生労働大臣が定める基準に
適合するものを障害者自立支援法に規定する相談支援事業を行う
施設へ転換する場合 

３　前項各号に掲げる場合において、当該転換の際現に法第四条第一
項の規定により成立している退職手当共済契約（前項各号に掲げる
施設に係るものに限る。以下「転換退職手当共済契約」という。）は、
特定介護保険施設等に係る退職手当共済契約とみなす。この場合に
おいて、転換後の前項第三号の施設は、特定介護保険施設等とみな
して、法の規定を適用する。 

４　附則第二項各号に掲げる場合において、当該転換をする日（以下
「転換日」という。）前に転換されることとなる施設を経営していた
共済契約者（社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改
正する等の法律（平成十二年法律第百十一号）附則第二十三条第一
項の規定の適用を受ける者を含む。以下同じ。）が、転換日前に厚
生労働省令で定めるところにより機構に届け出たときは、転換日以
後新たに当該共済契約者に使用され、かつ、当該転換後の施設の業
務に常時従事することを要する者となる者については、前項及び法
第二条第十一項の規定にかかわらず、被共済職員でないものとする。 

５　附則第二項各号に掲げる場合において、転換日の前日に被共済職
員であつた者のうち、転換日以後において当該転換後の施設に係る
特定介護保険施設等職員又は転換日以後において当該転換後の同項
第三号の施設に常時従事することを要する者であるもの（共済契約
者に継続して使用される者に限る。）については、社会福祉施設等職
員とみなして、法第十五条、第十八条及び第十九条の規定を適用する。 

６　附則第二項各号に掲げる場合において、当該転換の際現に当該転
換後の施設を経営している共済契約者が、当該共済契約者に使用さ
れ、かつ、当該転換後の施設の業務に常時従事することを要する者
であつて、転換日以後に被共済職員となつたもののすべての同意を
得たときは、法第六条第五項の規定にかかわらず、当該転換退職手
当共済契約のうち当該同意を得た被共済職員に関する部分を解除す
ることができる。 

７　前項の規定による転換退職手当共済契約の解除は、法第六条第六
項、第七条及び第十一条第六項の規定の適用については、法第六条
第五項の規定による退職手当共済契約の解除とみなす。

　　　附　則　（平成二八年三月三一日政令第一八五号）　抄 
（施行期日）
第一条　この政令は、平成二八年四月一日から施行する。

　
社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則

（昭和三十六年八月五日厚生省令第三十六号）
最終改正：平成二八年三月三一日厚生労働省令第七八号

第一章　共済契約の締結等
）由理絶拒の結締約契（ 

第律法年六十三和昭（ 法済共当手職退等員職設施祉福会社　条一第
百五十五号。以下「法」という。）第三条第四号の厚生労働省令で
定める正当な理由は、次のとおりとする。 
一　退職手当共済契約（以下「共済契約」という。）の申込者がそ

の使用する職員に対する給与の支払を怠つていること。 
二　次条に規定する申込書に虚偽の記載が行われていること。 

（契約の申込み） 
第二条　共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載した申込書を独

立行政法人福祉医療機構（以下「機構」という。）に提出して行わ
なければならない。 
一　申込者の名称及び主たる事務所の所在地 
二　社会福祉施設又は特定社会福祉事業の名称、種類及び所在地（特

定社会福祉事業にあつては、その事務所の所在地）並びに社会福
祉施設については、その取扱定員 

三　共済契約を締結したことの有無及び締結したことのある場合に
は、その締結に係る期間 

定規の）号十六百第律法年四十三和昭（ 法済共金職退業企小中　四
による退職金共済契約を締結していることの有無 

五　社会福祉施設等職員の氏名、生年月日、職種、本俸月額及びそ
の従事する社会福祉施設又は特定社会福祉事業の名称 

六　社会福祉施設等職員のうちに法第六条第二項第二号若しくは第
三号又は第三項から第五項までの規定によつて共済契約が解除さ
れたことにより被共済職員でなくなつたことがある者がある場合
には、その者の氏名及び当該共済契約者の氏名又は名称 

軽るす定規に）号三十三百第律法年八十三和昭（ 法祉福人老　七
費老人ホーム（以下「軽費老人ホーム」という。）であつて社

第令政年六十三和昭（ 令行施法済共当手職退等員職設施祉福会
二百八十六号。以下「令」という。）第一条第二号に規定する施
設に該当するものにあつては、その旨 

２　前項の申込書には、その申込みに係る社会福祉施設又は特定社会
福祉事業が社会福祉施設又は特定社会福祉事業であることを証する
書類を添付しなければならない。 

（契約の申込みの承諾等） 
第三条　機構は、共済契約の申込みを承諾したときは、共済契約の締

結を証する書類に約款を添えて当該共済契約の申込者に送付しなけ
ればならない。 

２　機構は、共済契約の締結を拒絶したときは、その理由を付してそ
の旨を当該共済契約の申込者に文書で通知しなければならない。 

（申出の拒絶理由） 
第三条の二　法第四条の二第一項第二号 の厚生労働省令で定める正

当な理由は、次のとおりとする。 
一　申出を行つた共済契約者がその使用する職員に対する給与の支

払を怠つていること。 
二　次条に規定する申出書に虚偽の記載が行われていること。 
三　申出を行つた共済契約者が当該申出に係る施設又は事業につい

て当該申出の日前一年以内に法第六条第五項の規定により退職手
当共済契約を解除していること。 

（特定介護保険施設等及び申出施設等に係る申出） 
第三条の三　法第二条第三項及び第四項の規定による申出は、次に掲げ

る事項を記載した申出書を機構に提出して行わなければならない。 
一　申出を行う共済契約者の名称及び主たる事務所の所在地 
二　申出に係る施設又は事業の名称、種類及び所在地（事業にあつ

ては、その事務所の所在地）並びに施設については、その取扱定員 
三　申出に係る施設若しくは事業の業務に常時従事することを要す

る者（次号及び第五号において「常勤者」という。）又は当該施
設若しくは事業の業務及び申出を行う共済契約者が経営する共済
契約対象施設等の業務を兼務することを要する者（兼務するそれ
ぞれの業務の勤務時間の一週間の合計が、当該共済契約対象施設
等の業務に常時従事する者の一週間の勤務時間に見合う場合に限
る。次号及び第五号において「兼務者」という。）の氏名、生年月日、
職種、本俸月額及びその従事する施設又は事業の名称 

四　常勤者又は兼務者のうちに法第六条第二項第二号若しくは第三
号又は第三項から第五項までの規定によつて共済契約が解除され
たことにより被共済職員でなくなつたことがある者がある場合に
は、その者の氏名及び当該共済契約者の氏名又は名称 

五　常勤者又は兼務者のうちに引き続き一年以上当該申出を行う共
済契約者に係る被共済職員であつた者で法第十一条第七項又は令
第五条に規定する理由により退職したことがある者がある場合に
は、その者の氏名及び退職した年月日

六　軽費老人ホームにあつては、令第二条の二第一号に規定する施
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（措置入所障害児関係業務割合）
第八条の二　令第六条第二項第一号に規定する措置入所障害児関係業

務割合は、当該事業年度の前年度の各月の初日における同号に規定
する特定介護保険施設等職員が使用される施設を利用する児童の合
計数（当該施設の運営が前年度の三月二日以後に開始された場合に
あつては、当該施設の運営が開始された日及びその翌月の初日にお
ける当該児童の合計数（当該施設の運営が開始された日が月の初日
であるときは、その日における当該児童の数））のうち、児童福祉
法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十七条第一項の規定によ
り同項第三号の措置がとられたものの占める割合とする。

設に該当する旨
七　令第六条第二項第一号に掲げる施設にあつては同号に定める措

置入所障害児関係業務従事職員数、同項第二号に掲げる事業所に
あつては同号に定める特定職員数

２　前項の申出書には、法第二条第三項の規定による申出にあつては
その申出に係る施設又は事業が同項各号に規定する施設又は事業の
いずれかであることを証する書類、同条第四項の規定による申出に
あつてはその申出に係る施設又は事業が当該申出を行う共済契約者
が経営しているものであることを証する書類を添付しなければなら
ない。 

（申出の承諾等） 
第三条の四　機構は、特定介護保険施設等又は申出施設等に係る申出

を承諾したときは、申出の承諾を証する書類を当該申出を行つた共
済契約者に送付しなければならない。 

２　機構は、申出を拒絶したときは、その理由を付してその旨を当該
申出を行つた共済契約者に文書で通知しなければならない。 

（機構が行う契約の解除） 
第四条　法第六条第二項又は第三項の規定による共済契約の解除は、

その旨を当該共済契約者に文書で通知することによつて行わなけれ
ばならない。 

２　前項の通知には、解除の理由を附さなければならない。 
（共済契約者が行う契約の解除） 
第五条　法第六条第四項又は第五項の規定による共済契約の解除は、

同項の同意があつたことを証する書類を添えてその旨を機構に文書
で通知することによつて行わなければならない。

第二章　退職手当金の支給等 
（退職手当金の請求） 
第六条　退職手当金の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機

構に提出して行わなければならない。 
一　請求者の氏名及び住所 
二　被共済職員であつた者の氏名及び生年月日並びに退職の理由及

び年月日 
三　共済契約者の名称及び主たる事務所の所在地 
四　振込みを希望する金融機関（機構の指定するものに限る。以下

同じ。）の名称及び預貯金口座の番号 
２　退職した者が法第九条の規定に該当するときは、前項の請求書に

は、障害の状態に関する医師の診断書又は業務上の負傷若しくは疾
病若しくは死亡であることを証する書類を添付しなければならない。 

３　退職手当金を請求しようとする者が被共済職員の遺族であるとき
は、第一項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 
一　死亡診断書その他被共済職員の死亡を証する書類 
二　請求者と死亡した被共済職員との身分関係を明らかにすること

ができる戸籍の謄本又は抄本（請求者が届出をしていないが被共
済職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であ
るときは、その事実を明らかにすることができる書類） 

三　請求者が法第十条第一項第二号又は第三号に掲げる者であると
きは、被共済職員の死亡の当時主としてその収入によつて生計を
維持していたことを明らかにすることができる書類 

四　請求者が死亡した被共済職員の配偶者以外の者であるときは、
その者より先順位の遺族がないことを明らかにすることができる
書類 

４　退職手当金の支給を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あると
きは、退職手当金の請求は、退職手当金の受領に関し一切の権限を
有する代理人一人を定め、その者によりしなければならない。 

５　前項の代理人は、その権限を証する書類を機構に提出しなければ
ならない。 

６　退職手当金の支給を受けることができる者が死亡した場合におい
て、その者の相続人が退職手当金の請求をしようとするときは、前
五項の規定によるほか、第一項の請求書には、当該相続人が当該退
職手当金の支給を受けることができる者の相続人であることを明ら
かにすることができる書類を添付しなければならない。 

（退職手当金の支給） 
第七条　退職手当金の支給は、請求者の希望する金融機関の預貯金口

座への振込みの方法によるものとする。 
（被共済職員期間の合算の申出） 
第八条　法第十一条第八項の規定による申出は、次に掲げる事項を記

載した申出書を機構に提出して行わなければならない。 
一　当該申出を行う被共済職員（以下この条において「申出職員」

という。）の氏名及び生年月日 

二　申出職員の退職の理由及び退職した年月日 
三　申出職員が退職する前に使用された共済契約者及び再び被共済職

員となつた際に使用されることとなる共済契約者の氏名又は名称

第三章　掛金の納付 
（特定社会福祉事業割合） 
第九条　令第六条第二項第二号に規定する特定社会福祉事業割合は、

同号に規定する特定介護保険施設等職員が使用される事業所におい
て当該特定介護保険施設等職員が従事することを要する業務に係る
当該事業年度の前年度の収入額（当該事業所の運営が前年度の三月
二日以後に開始された場合にあつては、当該事業所の運営が開始さ
れた日の属する月及びその翌月（当該事業所の運営が開始された日
が月の初日であるときは、その日の属する月）の当該業務に係る収
入額）のうち、特定社会福祉事業に係るものの占める割合とする。 

（掛金の納付請求書の送付） 
第九条の二　機構は、毎事業年度の開始前に掛金の納付請求書を共済

契約者に送付しなければならない。ただし、新たに共済契約が締結
された場合における当該契約の申込みの日又はその承諾の日が属す
る事業年度分の掛金については、機構が当該契約の申込みを承諾す
るときに送付するものとする。 

（掛金の納付） 
第十条　掛金の納付は、前条の納付請求書を金融機関に提出して行わ

なければならない。 
（納付期限の延長） 
第十一条　共済契約者は、法第十六条第二項の規定による掛金の納付

期限の延長を申請しようとするときは、その理由及び希望する延長
期限を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 

２　機構は、法第十六条第二項の規定により掛金の納付期限を延長し
たときは、遅滞なく、その旨及び延長期限を当該共済契約者に文書
で通知しなければならない。

第四章　共済契約者の届出等 
（共済契約者の届出等） 
第十二条　共済契約者は、経営者でなくなつたときは、遅滞なく、そ

の旨及び経営者でなくなつた年月日を記載した届書を機構に提出し
なければならない。 

第十三条　共済契約者は、当該共済契約に係る被共済職員につき中小
企業退職金共済法 の規定による退職金共済契約を締結したときは、
遅滞なく、その旨及びその締結の年月日を記載した届書を機構に提
出しなければならない。 

第十四条　共済契約者は、毎事業年度、四月一日において使用する被
共済職員について、次に掲げる事項を記載した届書を、同月末日ま
でに、機構に提出しなければならない。 
一　氏名、生年月日及び本俸月額 
二　前事業年度における法第十一条に規定する被共済職員期間とな

る月数 
三　従事する共済契約対象施設等の名称
四　軽費老人ホームにあつては、令第二条の二第一号に規定する施

設に該当することの有無
五　令第六条第二項第一号に掲げる施設にあつては同号に定める措

置入所障害児関係業務従事職員数、同項第二号に掲げる事業所に
あつては同号に定める特定職員数。ただし、同項各号に規定する
特定介護保険施設等職員が使用される施設又は事業所の運営を前
年度の三月二日以後に開始した場合にあつては、その見込数とする。

２　前項の届書に同項第五号ただし書に規定する見込数を記載して提
出した共済契約者は、令第六条第二項第一号に定める措置入所障害
児関係業務従事職員数又は同項第二号に定める特定職員数が当該見
込数と異なる場合は、当該措置入所障害児関係業務従事職員数又は
当該特定職員数を記載した届書を、五月末日までに、機構に提出し
なければならない。

第十五条　共済契約者は、新たに被共済職員となつた者があるときは、
遅滞なく、その者について、次に掲げる事項を記載した届書を機構
に提出しなければならない。 
一　氏名、生年月日、職種及び本俸月額 
二　従事する共済契約対象施設等の名称、種類及び所在地（特定社

会福祉事業又は特定介護保険施設等若しくは申出施設等である事
業にあつては、その事務所の所在地） 

三　異動の内容及び年月日 
四　法第六条第二項第二号若しくは第三号又は第三項から第五項 

までの規定によつて共済契約が解除されたことにより被共済職員
でなくなつたことがある者については、当該共済契約に係る共済
契約者の氏名又は名称 

五　引き続き一年以上被共済職員である者が、法第十一条第七項 
又は令第五条に規定する理由により退職した場合において、その
者が、退職した日から起算して五年以内に、再び当該共済契約者
に係る被共済職員となつたときは、退職の年月日及び再び被共済
職員となるまでの間に従事した施設又は事業の名称 

第十六条　共済契約者は、退職した者があるときは、遅滞なく、その
者について、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなけれ
ばならない。 
一　氏名及び生年月日 
二　退職の理由及び年月日 
三　当該事業年度における法第十一条 に規定する被共済職員期間

となる月数 
四　退職の日の属する月前（退職の日が月の末日である場合は、そ

の月以前）における被共済職員期間の計算の基礎となつた最後の
六月の本俸の各月ごとの額 

五　引き続き一年以上被共済職員である者が、法第十一条第七項 
又は令第五条に規定する理由により退職した場合においては、退
職後に従事する施設又は事業の名称 

第十七条　共済契約者は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更
したときは、速やかに、その旨及び変更の年月日を記載した届書を
機構に提出しなければならない。 

第十八条　被共済職員は、その氏名を変更したときは、すみやかに、
その旨及び変更の年月日を共済契約者に申し出なければならない。 

２　共済契約者は、前項の申出を受けたときは、速やかに、当該被共
済職員の変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日を記載した届
書を機構に提出しなければならない。 

第十九条　第十二条から前条までに規定するほか、共済契約者は、被
共済職員の従業の状況に関する事項について機構から届出を求めら
れたときは、速やかに、当該事項を記載した届書を機構に提出しな
ければならない。

第五章　雑則 
（立入検査の場合の証明書） 
第二十条　法第二十三条第二項の規定によつて当該職員が携帯すべき

証明書は、別記様式による。 
（被共済職員原簿） 
第二十一条　法第二十四条第一項の規定により被共済職員に関する原

簿（以下「被共済職員原簿」という。）に記録すべき事項は、次の
とおりとする。 
一　被共済職員の氏名、生年月日及び被共済職員期間 
二　共済契約者の名称及び主たる事務所の所在地 
三　従事する共済契約対象施設等の名称 

（被共済職員原簿の閲覧請求） 
第二十二条　被共済職員又は被共済職員であつた者は、自己に利害関

係のある範囲内において、被共済職員原簿の閲覧を請求することが
できる。ただし、記録の保存又は機構の事務に支障のあるときは、
この限りでない。 

（あつせんの請求手続） 
第二十三条　法第二十五条第一項又は第二項の規定によるあつせんの

請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出し
て行わなければならない。 
一　請求者の名称及び主たる事務所の所在地 
二　紛争の内容 
三　紛争の経過概要 

（あつせんの経過概要の通知） 
第二十四条　厚生労働大臣は、あつせんを終了したときは、その経過

概要を請求者及び機構に通知するものとする。
　　　附　則 

（施行期日）
１　この省令は、昭和三十六年十月一日から施行する。ただし、第三

章及び第十四条の規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。 
（令附則第四項の規定に基づく届出）
２　令附則第四項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届

書を機構に提出して行わなければならない。 
一　届出を行う共済契約者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在

地 
二　届出に係る施設の名称、種類及び所在地 
三　転換を行う年月日 
四　その他機構が必要と認める事項 

３　前項の届出は、転換の日の前日までに行わなければならない。

社会福祉施設職員等退職手当共済約款
　　　　　　　　　　　　（昭和 36 年 10 月 1 日制定）

　　　　　　　　　　　　最終改正　平成 28 年 4 月 1 日
第 1 章　　総則

（約款の目的）
第 1 条　この社会福祉施設職員等退職手当共済約款（以下「約款」

という。）は、社会福祉施設職員等退職手当共済契約（以下「共済
契約」という。）の締結に関し、独立行政法人福祉医療機構（以下

「機構」という。）と共済契約者及び被共済職員との間の掛金の納付、
共済契約者の届出、共済契約の解除及び退職手当金の支給等共済契
約上の関係についての重要な事項を取り決めることを目的としてお
ります。

（契約の締結）
第 2 条　共済契約は、社会福祉施設職員等退職手当共済法（昭和 36

年法律第 155 号。以下「共済法」という。）、社会福祉施設職員等
退職手当共済法施行令（昭和 36 年政令第 286 号。以下「施行令」
という。）、社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則（昭和 36
年厚生省令第 36 号）及びこの約款に定めるところにより締結しま
す。

（業務の取扱い）
第 3 条　共済契約に関する業務の一部について、委託した都道府県

社会福祉協議会又はこれに準じる者として認めた者（以下「業務委
託先（都道府県社会福祉協議会等）」という。）で取り扱います。

第 2 章　共済契約の成立
（契約の成立及び効力の発生）
第 4 条の 1　共済契約にあたって、共済契約申込希望者は、機構が指

定する申込書及び添付書類（以下、「申込書等」といいます。）を提
出してください。

2　申込書等の内容に重大な不備があるとき、または、申込書等に不
足が生じているときは、受理を行わず、修正または必要書類の提出
を求めるものとします。

第 4 条の 2　共済契約にあたって、機構は、共済法等に規定する事項
について審査を行います。

第 4 条の 3　共済契約は、機構が共済契約の申込みを承諾したときは、
その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から
効力を生じます。

2　機構は、共済契約の申込みを承諾したときは、退職手当共済契約
証書（以下「共済契約証書」という。）に約款を添えて共済契約者
に送付します。

3　共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を
被共済職員に通知してください。

（特定介護保険施設等の申出）
第 4 条の 4　共済契約者は、特定介護保険施設等の申出を行う場合は、

施設等新設届・申出書（様式第 1 号）にその申出に係る施設又は事
業が当該申出を行う共済契約者が経営しているものであることを証
する書類（附表 1 の (1) に掲げる添付書類）を添えて機構に提出し
てください。

2　機構は、特定介護保険施設等の申出を承諾したときは、特定介護
保険施設等承諾書を共済契約者に送付します。

3　機構が、特定介護保険施設等の申出を承諾したときは、その申出
のあった日に特定介護保険施設等となったものとみなします。

4　共済契約者は、特定介護保険施設等の承諾を受けたときは、遅滞
なく、その旨を被共済職員に通知してください。

（申出施設等の申出）
第 4 条の 5　共済契約者は、申出施設等の申出を行う場合は、施設等

新設届・申出書（様式第 1 号）にその申出に係る施設又は事業が当
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（措置入所障害児関係業務割合）
第八条の二　令第六条第二項第一号に規定する措置入所障害児関係業

務割合は、当該事業年度の前年度の各月の初日における同号に規定
する特定介護保険施設等職員が使用される施設を利用する児童の合
計数（当該施設の運営が前年度の三月二日以後に開始された場合に
あつては、当該施設の運営が開始された日及びその翌月の初日にお
ける当該児童の合計数（当該施設の運営が開始された日が月の初日
であるときは、その日における当該児童の数））のうち、児童福祉
法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十七条第一項の規定によ
り同項第三号の措置がとられたものの占める割合とする。

設に該当する旨
七　令第六条第二項第一号に掲げる施設にあつては同号に定める措

置入所障害児関係業務従事職員数、同項第二号に掲げる事業所に
あつては同号に定める特定職員数

２　前項の申出書には、法第二条第三項の規定による申出にあつては
その申出に係る施設又は事業が同項各号に規定する施設又は事業の
いずれかであることを証する書類、同条第四項の規定による申出に
あつてはその申出に係る施設又は事業が当該申出を行う共済契約者
が経営しているものであることを証する書類を添付しなければなら
ない。 

（申出の承諾等） 
第三条の四　機構は、特定介護保険施設等又は申出施設等に係る申出

を承諾したときは、申出の承諾を証する書類を当該申出を行つた共
済契約者に送付しなければならない。 

２　機構は、申出を拒絶したときは、その理由を付してその旨を当該
申出を行つた共済契約者に文書で通知しなければならない。 

（機構が行う契約の解除） 
第四条　法第六条第二項又は第三項の規定による共済契約の解除は、

その旨を当該共済契約者に文書で通知することによつて行わなけれ
ばならない。 

２　前項の通知には、解除の理由を附さなければならない。 
（共済契約者が行う契約の解除） 
第五条　法第六条第四項又は第五項の規定による共済契約の解除は、

同項の同意があつたことを証する書類を添えてその旨を機構に文書
で通知することによつて行わなければならない。

第二章　退職手当金の支給等 
（退職手当金の請求） 
第六条　退職手当金の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機

構に提出して行わなければならない。 
一　請求者の氏名及び住所 
二　被共済職員であつた者の氏名及び生年月日並びに退職の理由及

び年月日 
三　共済契約者の名称及び主たる事務所の所在地 
四　振込みを希望する金融機関（機構の指定するものに限る。以下

同じ。）の名称及び預貯金口座の番号 
２　退職した者が法第九条の規定に該当するときは、前項の請求書に

は、障害の状態に関する医師の診断書又は業務上の負傷若しくは疾
病若しくは死亡であることを証する書類を添付しなければならない。 

３　退職手当金を請求しようとする者が被共済職員の遺族であるとき
は、第一項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 
一　死亡診断書その他被共済職員の死亡を証する書類 
二　請求者と死亡した被共済職員との身分関係を明らかにすること

ができる戸籍の謄本又は抄本（請求者が届出をしていないが被共
済職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であ
るときは、その事実を明らかにすることができる書類） 

三　請求者が法第十条第一項第二号又は第三号に掲げる者であると
きは、被共済職員の死亡の当時主としてその収入によつて生計を
維持していたことを明らかにすることができる書類 

四　請求者が死亡した被共済職員の配偶者以外の者であるときは、
その者より先順位の遺族がないことを明らかにすることができる
書類 

４　退職手当金の支給を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あると
きは、退職手当金の請求は、退職手当金の受領に関し一切の権限を
有する代理人一人を定め、その者によりしなければならない。 

５　前項の代理人は、その権限を証する書類を機構に提出しなければ
ならない。 

６　退職手当金の支給を受けることができる者が死亡した場合におい
て、その者の相続人が退職手当金の請求をしようとするときは、前
五項の規定によるほか、第一項の請求書には、当該相続人が当該退
職手当金の支給を受けることができる者の相続人であることを明ら
かにすることができる書類を添付しなければならない。 

（退職手当金の支給） 
第七条　退職手当金の支給は、請求者の希望する金融機関の預貯金口

座への振込みの方法によるものとする。 
（被共済職員期間の合算の申出） 
第八条　法第十一条第八項の規定による申出は、次に掲げる事項を記

載した申出書を機構に提出して行わなければならない。 
一　当該申出を行う被共済職員（以下この条において「申出職員」

という。）の氏名及び生年月日 

二　申出職員の退職の理由及び退職した年月日 
三　申出職員が退職する前に使用された共済契約者及び再び被共済職

員となつた際に使用されることとなる共済契約者の氏名又は名称

第三章　掛金の納付 
（特定社会福祉事業割合） 
第九条　令第六条第二項第二号に規定する特定社会福祉事業割合は、

同号に規定する特定介護保険施設等職員が使用される事業所におい
て当該特定介護保険施設等職員が従事することを要する業務に係る
当該事業年度の前年度の収入額（当該事業所の運営が前年度の三月
二日以後に開始された場合にあつては、当該事業所の運営が開始さ
れた日の属する月及びその翌月（当該事業所の運営が開始された日
が月の初日であるときは、その日の属する月）の当該業務に係る収
入額）のうち、特定社会福祉事業に係るものの占める割合とする。 

（掛金の納付請求書の送付） 
第九条の二　機構は、毎事業年度の開始前に掛金の納付請求書を共済

契約者に送付しなければならない。ただし、新たに共済契約が締結
された場合における当該契約の申込みの日又はその承諾の日が属す
る事業年度分の掛金については、機構が当該契約の申込みを承諾す
るときに送付するものとする。 

（掛金の納付） 
第十条　掛金の納付は、前条の納付請求書を金融機関に提出して行わ

なければならない。 
（納付期限の延長） 
第十一条　共済契約者は、法第十六条第二項の規定による掛金の納付

期限の延長を申請しようとするときは、その理由及び希望する延長
期限を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 

２　機構は、法第十六条第二項の規定により掛金の納付期限を延長し
たときは、遅滞なく、その旨及び延長期限を当該共済契約者に文書
で通知しなければならない。

第四章　共済契約者の届出等 
（共済契約者の届出等） 
第十二条　共済契約者は、経営者でなくなつたときは、遅滞なく、そ

の旨及び経営者でなくなつた年月日を記載した届書を機構に提出し
なければならない。 

第十三条　共済契約者は、当該共済契約に係る被共済職員につき中小
企業退職金共済法 の規定による退職金共済契約を締結したときは、
遅滞なく、その旨及びその締結の年月日を記載した届書を機構に提
出しなければならない。 

第十四条　共済契約者は、毎事業年度、四月一日において使用する被
共済職員について、次に掲げる事項を記載した届書を、同月末日ま
でに、機構に提出しなければならない。 
一　氏名、生年月日及び本俸月額 
二　前事業年度における法第十一条に規定する被共済職員期間とな

る月数 
三　従事する共済契約対象施設等の名称
四　軽費老人ホームにあつては、令第二条の二第一号に規定する施

設に該当することの有無
五　令第六条第二項第一号に掲げる施設にあつては同号に定める措

置入所障害児関係業務従事職員数、同項第二号に掲げる事業所に
あつては同号に定める特定職員数。ただし、同項各号に規定する
特定介護保険施設等職員が使用される施設又は事業所の運営を前
年度の三月二日以後に開始した場合にあつては、その見込数とする。

２　前項の届書に同項第五号ただし書に規定する見込数を記載して提
出した共済契約者は、令第六条第二項第一号に定める措置入所障害
児関係業務従事職員数又は同項第二号に定める特定職員数が当該見
込数と異なる場合は、当該措置入所障害児関係業務従事職員数又は
当該特定職員数を記載した届書を、五月末日までに、機構に提出し
なければならない。

第十五条　共済契約者は、新たに被共済職員となつた者があるときは、
遅滞なく、その者について、次に掲げる事項を記載した届書を機構
に提出しなければならない。 
一　氏名、生年月日、職種及び本俸月額 
二　従事する共済契約対象施設等の名称、種類及び所在地（特定社

会福祉事業又は特定介護保険施設等若しくは申出施設等である事
業にあつては、その事務所の所在地） 

三　異動の内容及び年月日 
四　法第六条第二項第二号若しくは第三号又は第三項から第五項 

までの規定によつて共済契約が解除されたことにより被共済職員
でなくなつたことがある者については、当該共済契約に係る共済
契約者の氏名又は名称 

五　引き続き一年以上被共済職員である者が、法第十一条第七項 
又は令第五条に規定する理由により退職した場合において、その
者が、退職した日から起算して五年以内に、再び当該共済契約者
に係る被共済職員となつたときは、退職の年月日及び再び被共済
職員となるまでの間に従事した施設又は事業の名称 

第十六条　共済契約者は、退職した者があるときは、遅滞なく、その
者について、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなけれ
ばならない。 
一　氏名及び生年月日 
二　退職の理由及び年月日 
三　当該事業年度における法第十一条 に規定する被共済職員期間

となる月数 
四　退職の日の属する月前（退職の日が月の末日である場合は、そ

の月以前）における被共済職員期間の計算の基礎となつた最後の
六月の本俸の各月ごとの額 

五　引き続き一年以上被共済職員である者が、法第十一条第七項 
又は令第五条に規定する理由により退職した場合においては、退
職後に従事する施設又は事業の名称 

第十七条　共済契約者は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更
したときは、速やかに、その旨及び変更の年月日を記載した届書を
機構に提出しなければならない。 

第十八条　被共済職員は、その氏名を変更したときは、すみやかに、
その旨及び変更の年月日を共済契約者に申し出なければならない。 

２　共済契約者は、前項の申出を受けたときは、速やかに、当該被共
済職員の変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日を記載した届
書を機構に提出しなければならない。 

第十九条　第十二条から前条までに規定するほか、共済契約者は、被
共済職員の従業の状況に関する事項について機構から届出を求めら
れたときは、速やかに、当該事項を記載した届書を機構に提出しな
ければならない。

第五章　雑則 
（立入検査の場合の証明書） 
第二十条　法第二十三条第二項の規定によつて当該職員が携帯すべき

証明書は、別記様式による。 
（被共済職員原簿） 
第二十一条　法第二十四条第一項の規定により被共済職員に関する原

簿（以下「被共済職員原簿」という。）に記録すべき事項は、次の
とおりとする。 
一　被共済職員の氏名、生年月日及び被共済職員期間 
二　共済契約者の名称及び主たる事務所の所在地 
三　従事する共済契約対象施設等の名称 

（被共済職員原簿の閲覧請求） 
第二十二条　被共済職員又は被共済職員であつた者は、自己に利害関

係のある範囲内において、被共済職員原簿の閲覧を請求することが
できる。ただし、記録の保存又は機構の事務に支障のあるときは、
この限りでない。 

（あつせんの請求手続） 
第二十三条　法第二十五条第一項又は第二項の規定によるあつせんの

請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出し
て行わなければならない。 
一　請求者の名称及び主たる事務所の所在地 
二　紛争の内容 
三　紛争の経過概要 

（あつせんの経過概要の通知） 
第二十四条　厚生労働大臣は、あつせんを終了したときは、その経過

概要を請求者及び機構に通知するものとする。
　　　附　則 

（施行期日）
１　この省令は、昭和三十六年十月一日から施行する。ただし、第三

章及び第十四条の規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。 
（令附則第四項の規定に基づく届出）
２　令附則第四項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届

書を機構に提出して行わなければならない。 
一　届出を行う共済契約者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在

地 
二　届出に係る施設の名称、種類及び所在地 
三　転換を行う年月日 
四　その他機構が必要と認める事項 

３　前項の届出は、転換の日の前日までに行わなければならない。

社会福祉施設職員等退職手当共済約款
　　　　　　　　　　　　（昭和 36 年 10 月 1 日制定）

　　　　　　　　　　　　最終改正　平成 28 年 4 月 1 日
第 1 章　　総則

（約款の目的）
第 1 条　この社会福祉施設職員等退職手当共済約款（以下「約款」

という。）は、社会福祉施設職員等退職手当共済契約（以下「共済
契約」という。）の締結に関し、独立行政法人福祉医療機構（以下

「機構」という。）と共済契約者及び被共済職員との間の掛金の納付、
共済契約者の届出、共済契約の解除及び退職手当金の支給等共済契
約上の関係についての重要な事項を取り決めることを目的としてお
ります。

（契約の締結）
第 2 条　共済契約は、社会福祉施設職員等退職手当共済法（昭和 36

年法律第 155 号。以下「共済法」という。）、社会福祉施設職員等
退職手当共済法施行令（昭和 36 年政令第 286 号。以下「施行令」
という。）、社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則（昭和 36
年厚生省令第 36 号）及びこの約款に定めるところにより締結しま
す。

（業務の取扱い）
第 3 条　共済契約に関する業務の一部について、委託した都道府県

社会福祉協議会又はこれに準じる者として認めた者（以下「業務委
託先（都道府県社会福祉協議会等）」という。）で取り扱います。

第 2 章　共済契約の成立
（契約の成立及び効力の発生）
第 4 条の 1　共済契約にあたって、共済契約申込希望者は、機構が指

定する申込書及び添付書類（以下、「申込書等」といいます。）を提
出してください。

2　申込書等の内容に重大な不備があるとき、または、申込書等に不
足が生じているときは、受理を行わず、修正または必要書類の提出
を求めるものとします。

第 4 条の 2　共済契約にあたって、機構は、共済法等に規定する事項
について審査を行います。

第 4 条の 3　共済契約は、機構が共済契約の申込みを承諾したときは、
その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から
効力を生じます。

2　機構は、共済契約の申込みを承諾したときは、退職手当共済契約
証書（以下「共済契約証書」という。）に約款を添えて共済契約者
に送付します。

3　共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を
被共済職員に通知してください。

（特定介護保険施設等の申出）
第 4 条の 4　共済契約者は、特定介護保険施設等の申出を行う場合は、

施設等新設届・申出書（様式第 1 号）にその申出に係る施設又は事
業が当該申出を行う共済契約者が経営しているものであることを証
する書類（附表 1 の (1) に掲げる添付書類）を添えて機構に提出し
てください。

2　機構は、特定介護保険施設等の申出を承諾したときは、特定介護
保険施設等承諾書を共済契約者に送付します。

3　機構が、特定介護保険施設等の申出を承諾したときは、その申出
のあった日に特定介護保険施設等となったものとみなします。

4　共済契約者は、特定介護保険施設等の承諾を受けたときは、遅滞
なく、その旨を被共済職員に通知してください。

（申出施設等の申出）
第 4 条の 5　共済契約者は、申出施設等の申出を行う場合は、施設等

新設届・申出書（様式第 1 号）にその申出に係る施設又は事業が当


